
１ 開  会 

〇司会（土屋） では、そろそろお時間になりましたので、ただいまから食品に関するリス

クコミュニケーションを開催したいと思います。 

 私は、本日司会を務めさせていただきます関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課の土屋で

す。よろしくお願いいたします。 

 では初めに、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、議事次第に沿いま

して進めさせていただきます。 

 資料１としまして、「リスクコミュニケーションについて」。 

 資料２としまして、「食品の安全確保とＨＡＣＣＰ―農場から食卓まで―」。 

 資料３としまして、「食肉製品の安全確保について」。 

 資料４としまして、「食品安全のためのＧＡＰ」。 

 資料５としまして、「食品衛生法の中のＨＡＣＣＰ」。 

 ほかに参考資料及びアンケート用紙を配付いたしております。 

 なお、配付しております資料の中、生協様の方から追加の資料をあわせて配付させていた

だいております。 

 ここで配付しました資料に誤記がありますので、訂正をお願いいたします。お手元の方の

議事次第、そこにございます５番の意見交換、パネリストの欄、「社団法人日本食肉加工協

会管理部長新村裕」となっておりますが、「管理部長」を「理事」とお直し願えれば幸いと

思います。 

 なお、資料等に不足等ございましたら、事務局もしくは受付までお申し出ください。 

 なお、アンケート用紙につきましては、お手数ですが、御記入の上、お帰りの際アンケー

ト回収ボックスの方へお入れいただきますようお願い申し上げます。 

 続きまして、簡単に本日のスケジュールを紹介させていただきます。 

 まず初めに、関東信越厚生局長三觜文雄よりごあいさつを申し上げます。その後、関東信

越厚生局健康福祉部食品衛生課長酒井悟より、本日のタイトルにもなっておりますリスクコ

ミュニケーションとは何かということを簡単に御説明申し上げます。 

 続きまして、基調講演として「食品の安全確保とＨＡＣＣＰ―農場から食卓まで―」とい

うタイトルで国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長山本茂貴先生より御講演を賜り

ます。所要時間は、60分程度を予定いたしております。 

 ここで10分間の休憩をいただき、14時30分をめどにパネルディスカッションに移らさせて

いただきます。 

 最後に、新潟県福祉保健部長丸山仁よりごあいさつを申し上げ、閉会とさせていただきま

す。 

 なお、会場の都合上、17時ごろには終了させていただきますので、あらかじめ御了承のほ

どお願い申し上げます。 

 それでは、三觜局長、お願いいたします。 



 

 開会あいさつ 

〇三觜関東信越厚生局長 ただいま御紹介いただきました関東信越厚生局長の三觜でござ

います。 

 本日は、大変お忙しい中各方面からこのリスクコミュニケーションに御参加いただきまし

て、厚くお礼を申し上げる次第であります。厚生局といたしまして、この食の安全の確保に

関するリスクコミュニケーションは、新潟市で２回目となります。後ほど担当の課長からリ

スクコミュニケーションの意味につきまして御説明があろうかと思いますけども、リスクコ

ミュニケーションという英語の意味につきまして、それぞれの立場でややニュアンスの違っ

たとらまえ方をされていると思います。私もこのリスクコミュニケーションという言葉は余

り聞きなれない言葉で、私自身も十分にこの言葉の意味を理解しているものではないわけで

ありますけども、いずれにいたしましても食の安全の確保につきまして、生産者、あるいは

それを流通するところ、あるいは消費者といった一連の流れの中で、それぞれの食に関係す

る人たちが一堂に会しまして、食の安全とは何かについてお互いに理解を深めるのがこのリ

スクコミュニケーションの目的だと考えているわけであります。特に食の安全の確保につき

ましては、日本国民は非常に欧米の国民と比較いたしましても、相当程度敏感にこの問題に

ついて反応されているのではないかと思います。そういった中で、私どもいかにして皆様方

に、提供する食品が安全性を確保した上で消費者の手に渡るかということを行政サイドとい

たしましても常に心がけているわけであります。 

 今回は、テーマ的には非常に専門的なＨＡＣＣＰという一般の消費者の方々には余り聞き

なれない言葉だと思いますけども、ＨＡＣＣＰというのはむしろ食を提供する側の人たちが

これを守っていただかなければならないということで、これを行政的に適正な衛生的に認め

られた製造工程を持った工場に対しまして、私どもこのＨＡＣＣＰの承認施設ということで

証明書を与えているわけであります。これが広くまだ消費者の間にそういった施設でつくら

れた食品であるかということについても十分にそれぞれの食品に必ずしも記載されている

わけではないので、一般の方々にはなかなか安全な工場でできた食品なのかどうかというこ

とが情報として必ずしも得られないわけでありますけども、一つの考え方として私どもこう

いったことで食の安全の確保の方法論としてこういうものを取り入れているということを

今日後ほどのそれぞれの立場からのシンポジストの説明によって皆様方に御理解されるの

ではないかと考えております。そういったことで相当程度専門的な中身の今日のリスクコミ

ュニケーションでありますけども、今日半日皆様方がこのコミュニケーションに参加されま

して、それぞれのパネリストの御説明等をお聞きになって理解を深めていただけたらと思う

わけであります。 

 終わりになりましたけども、本日このコミュニケーションに御講演いただきます山本先生

以下パネリストの皆様方におかれましては、大変お忙しい中それぞれ快くこの会に参加して

いただきましたことを厚くお礼を申し上げますとともに、開催地の新潟市の関係の職員の方、



また新潟県の関係の皆様方には会の設営に当たりまして多大な御協力をいただきましたこ

とを、高い席でありますけども、お礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、これからの５時までのリスクコミュニケーションのこの会が、今日参加されま

した皆様方一人一人にとって有意義な会であったということでこの会が成功裏に進むこと

を期待申し上げまして、開会に当たってのあいさつとさせていただきます。 

（拍 手） 

〇司会 どうもありがとうございました。 

 会場の準備がございますので、少しお時間をいただきたいと思います。 

 

２ リスクコミュニケーションとは 

〇司会 それでは、関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課長酒井悟より、本日のタイトルに

もなっておりますリスクコミュニケーションとは何かということを御説明申し上げます。 

 酒井課長、よろしくお願いします。 

〇酒井食品衛生課長 御紹介にあずかりました食品衛生課の酒井でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 今うちの局長の方から、リスクコミュニケーションという言葉はよく解らない何とかなら

ないかという話がございましたが、これ自体大変わかりにくい言葉で、私自身舌をかみそう

で、何とかすっきりした日本語にならないかというのはよくいろいろな方から言われます。

いろいろ関係者で検討したのですが、結局いい言葉がないということで、そのかわりと言っ

てはなんですけれども、どこの会場でも必ずこのリスクコミュニケーションとは何かという

話を若干のお時間をちょうだいして御説明するという段取りになっております。 

（ＰＰ） 

 では、スライド次お願いします。リスクコミュニケーションのリスクとは一体どういうも

のかということなんですけれども、ちょっと難しいんですが、食品中にハザード、危害要因

とか言ったりもしますが、健康に悪い影響をもたらす可能性がある物質、例えば農薬とか、

後ほど山本先生の御講演にもございます病原微生物とかいったもの、それからある種例えば

放射能などの物理的な状態も含めてそうした危害要因が存在する結果として生じる悪い影

響の確率、そしてその程度の関数であるというふうに言われています。ちょっと難しいんで

すけれども、リスク自体はもともと日本になかった概念でございますので、正確にイメージ

しづらいんでありますが、必ず起きるかどうかわからないんだけれども、ある種おそれとか

可能性の意味合いが含まれておりますので、単純に「Ｒｉｓｋ」イコール「危険」というふ

うには訳せないわけであります。そしてまた、実際に起こってしまったことはリスクとは申

しません。 

（ＰＰ） 

 次のスライドお願いします。済みません。ちょっと相前後しますけども、遠い方もいらっ

しゃいますので、資料１にスライドを印刷したものをつくっておりますので、表裏の印刷に



なっておりますのでご参照下さい。次が「絶対に安全な食品はあるか？」ということなんで

す。言い方を変えますと、リスクがゼロの食品はありますかということですが、ある物質が

人の健康に悪い影響を及ぼすかどうかということは、その物質が持っている有害性とか、そ

れをどれぐらい食べてしまうのかということで決まってきます。ほんの少しであれば悪い影

響を及ぼさないものでも、大量に信じられないぐらいとりますと悪い影響が出てくるという

ようなことがあるわけでございます。例えば健康によいと言われている食品には実際に体に

よい影響を及ぼす成分が含まれていると考えられるわけですけれども、そのよい成分ももう

大変大量にとり過ぎてしまえば健康に結果として悪い影響を及ぼすということも考えられ

るわけです。結論として何が言いたいかというと、リスクが全くない、リスクがゼロの食品

は存在しないということを強調させていただきたいと思います。 

（ＰＰ） 

 次に本題に入ります。次のスライドお願いします。「リスクコミュニケーション」、これ

はリスクに関係する人たちの間で食品のリスクに関する情報や意見を相互に、この相互とい

うのが大事でありまして、交換し合うということでございます。有害性とか、それが起こる

確率がどの程度低ければ社会的に受け入れることができるのか、またどうすればその目的と

するレベルまで下げていくこと、リスクを下げることができるのかということについて関係

者の御理解を深め、ともに考えていこうという一つの取り組みでございます。この意見交換

というのは、お互い対等な立場でお話し合いをするということでございますので、例えば今

日、我々主催者側の方から、ある食品について大変安全なので、心配することはございませ

んよとか、どうぞ召し上がってくださいとか、説得することを行うことではございません。

また、ややもすると席上いろいろな立場の方がいらっしゃいますので、対立する意見が述べ

られることもございますけれども、これもまたリスコミの一つのステップでございますので、

御理解いただきたいというふうに思います。 

（ＰＰ） 

 次のスライドお願いします。次に、リスクコミュニケーションを難しくしているのは何か

ということでございますけども、まず一つは上段の「リスクの認知ギャップ」というのがご

ざいます。これは、実際にそれが持っているリスクと人が感じるリスクの間には差がありま

すよということでございます。人が感じるリスクは、受け取る側の持っている知識やその背

景となる御経験などによって変わってきます。これは、一般の方々だけではなくて、専門家

の方々でもそういうことがありまして、背景となっている知識や御経験によって大きな差が

出てくるということがございます。例えば真っ赤なリンゴという説明に対しまして皆様方持

つイメージはそんなに大きな違いはないと思われますが、例えばある物質のリスクがどの程

度なのかというふうに考える場合、最終的に合意が得られれば、まあこういうリスクなのだ

ろうとお互いに理解できるんでしょうけども、最初はその方の知識や御経験で非常に重大だ

と思われる方もいらっしゃいますし、そんな大したことないんじゃないのと思われる方もい

らっしゃるかと思います。 



 もう一つ、下段でございますけども、「食品の安全性についての思い込み」というのもご

ざいます。これは、科学的に正しい認識でなかったとしても、そう信じられているというも

のもございますということでございます。 

（ＰＰ） 

 次のスライドお願いします。「リスクの認知ギャップ」についてもう少し補足説明したい

と思います。 

 上段は、実際のリスクよりも少し大きく感じられる危害要因ということで、知らないもの、

未知なもの、それから情報が不足しているもの、よくわからないもの、また自分で全くコン

トロールできないものがこの分類に入ります。 

 また、下段は実際のリスクより小さく感じられる危害要因ですけれども、便利さや利益と

いうものが明白であるものとか、それから自分でコントロールできると思っているものなど

が入ります。 

 実際より小さく感じられるハザードの例としてよく例挙げられるのが自動車の事故なん

ですけども、ちょっと時節柄自動車の事故を例に挙げるのがいいかどうかわかりませんが、

最近の統計では事故で年間七、八千名の方がお亡くなりになるというふうに耳にしますけれ

ども、自動車は多くの方々が非常に便利だということを御認識なさっておりますし、特に運

転免許をお持ちの方であれば自分でコントロールできますので、注意すれば大概事故は避け

られるんだろうというふうに思われていることから、本当のリスクよりもやや小さ目に受け

とめられる傾向が強いのではないかというふうに考えられております。 

 一方、農薬のように自分ではコントールできない、管理できないようなものについては、

より危険なものとして実際よりも大きく評価されてしまうという傾向にありがちだという

ふうに言われています。 

（ＰＰ） 

 そして、最後でございますけども、次のスライドお願いします。「食品の安全性について

の思い込み」ですが、ここでは３点ほど例示させていただきました。まず１番目は、自然由

来のものは安全で、化学的に合成した物質は危険だというような思い込み。天然のものであ

りましても、ある種のカビが産生するような非常に強い発がん性物質が指摘されているもの

もございますし、単純に天然か化学的合成品かで安全か危険かを判断することはできないと

いうことだと思います。 

 二つ目として、「有害なものがほんの少しでも入っていたら危険」というような思い込み

でございます。多くの物質は、食べても悪い影響が出ないという量というものが存在します。

添加物であれば動物試験などに基づいて安全な摂取量を決めて、それを超えないように個々

の食品に基準を定めているわけですけれども、危険性の判断には基本的に質だけではなく、

量という観点も必要なわけでございます。 

 最後三つ目でございますけども、賞味期限を１日でも過ぎていれば食べてしまうのは危険

というような思い込みでございます。決められた方法によって保存された食品であれば、た



とえ賞味期限が１日過ぎたからといって直ちに食べるのは危険というものではないわけで

ありまして、むしろ「要冷蔵」と書いてあったにもかかわらず室温で長いこと放置したため

に非常に菌が増殖して、たとえそれが賞味期限前であっても非常に多くの量の微生物が増殖

すると。危険である場合もございます。誤解のないように申し上げたいんですけども、これ

は賞味期限を過ぎたものをどんどん販売しなさいと奨励しているわけではございませんで、

科学的な知見としてどうですかという観点からお話しさせていただきました。 

 最後になりますけども、本日の意見交換の目的は、今日、御参加くださった方々が、皆さ

んが食品のすぐれた安全管理システムの一つであるＨＡＣＣＰについて、専門家の御意見も

拝聴しながら関係者の間で情報を共有すること、理解を深めていただくことが第一と考えて

おります。御清聴ありがとうございました。 

（拍 手） 

〇司会 ありがとうございました。 

 

３ 基調講演 

〇司会 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長山本茂貴先生より、「食

品の安全確保とＨＡＣＣＰ―農場から食卓まで―」についてお話しいただきます。 

 山本先生は、昭和56年、国立公衆衛生院衛生獣医学部研究員として御奉職され、平成元年

には同学部乳肉衛生室長、平成12年、国立感染症研究所食品衛生微生物部部長、平成14年か

らは国立医薬品食品衛生研究所にて食品衛生管理部長をされています。また、現在日本細菌

学会、日本獣医学会、日本食品微生物学会等の各委員にも任命されており、幅広く御活躍を

されています。 

 それでは、山本先生、よろしくお願いします。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 皆様、こんにちは。ただいま御紹介い

ただきました国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部におります山本でございます。 

 きょうのお話は、食品の安全確保とＨＡＣＣＰというか、ＨＡＣＣＰと書いてハサップと

いうような読み方をされる方もいると思いますが、こういったことの概要についてお話しす

るということです。農場から食卓までとなっておりますけども、こういうフード・チェーン、

生産段階から製造、それから流通、消費という段階において、安全管理のシステムとして本

来これはすべてにわたって導入されていると非常によろしいわけですけれども、現在導入さ

れておりますのは製造施設の段階に承認がおりているということであります。しかも、それ

がすべて100％行われているというわけではなくて、一部のボランタリーなシステムといい

ますか、希望されるところが承認を受けるという形になっております。製造段階では、今は

そういう考え方に基づいて生産段階の方も導入していっていただきたいなということもあ

ります。つまり原材料としての安全性の確保が製造段階における安全性をさらに高めるとい

う考え方もあります。また、流通や消費の段階で消費者の皆様方の認識の中でＨＡＣＣＰと

いうものを意識していただけますと、少し食中毒を減らすことがやはりできるのかなという



ようなこともございます。 

 本日の話は、このＨＡＣＣＰの中のＨＡ、ハザードのアナリシスの部分、そこを少し微生

物的なものを中心にお話しして、その後ＨＡＣＣＰの仕組みといいますか、そういったもの

を御紹介しようということを考えております。 

（ＰＰ） 

 スライドお願いいたします。先ほど酒井課長の方から、リスクの中で考えるときにハザー

ドという言葉が出てまいりました。今盛んにリスク・アナリシスとかいうことが言われてい

るわけですけども、その前にこのＨＡＣＣＰのシステムというのができ上がったわけです。

最初にこのハザードというものをこういうふうに定義したわけです。「健康に悪影響をもた

らす、食品中の生物学的、化学的または物理学的な原因物質、または食品の状態」と、そう

いうふうに定義されております。なかなかややこしいんですけども、要するに三つの種類、

生物学、化学、物理の三つの種類の原因の物質があると。これは言ってみれば、生物学的な

のは食中毒の菌であるとか、それから化学的な原因物質としては残留農薬、カビ毒とか、フ

グの毒とか、それから物理学的な原因物質としては金属片とか放射能といったものがあるわ

けです。 

 そのＨＡＣＣＰが出来上がったころのハザードの定義の中には、この原因物質で止まって

いたんですけど、その後やはり状態というものを考えなければいけないということで含まれ

ております。生物学的状態には菌叢と言いまして、その食品が持っているもともとの菌とい

うものがございます。全く無菌の食品というのは考えられないわけですが、そういった菌の

中で病原微生物が入っていますと、それに、どう増殖に影響を与えるかというようなこと。 

 それから、腐敗、これも状態として考えられますが、その腐敗を最初のころハザードと言

うのかどうかということを考えておりました。腐ってきますと臭いはするし、そんなもの食

べないから危害の要因にはならないだろうということだったわけですが、最近はやはり袋を

あけてその臭いをかぐということをしても余りそれがわからないとか、味の変化というもの

が、本当に腐ったものというのはどんな味をしているかというのを知らない方もいらっしゃ

るようです。直接食べてしまうということもあります。また、子供さんそういう味の変化と

いうのがわからずに食べてしまっているという場合がありますので、そういったときにやは

り下痢をしたりとかお腹痛を起こすというようなことがありますから、それでやはり腐敗と

いう状態もハザードとして考えましょうと、そういうことになっております。 

 それから、化学的状態としてはｐＨです。酸性であるとか、アルカリ性であるとか、そう

いうものがあります。 

 それから、物理学的状態としては温度などが考えられます。冷た過ぎてもよくないですし、

熱過ぎたら火傷するわけです。そういったことがハザードということで、そういう種類のも

のをいかに取り除くかということを考えていきましょうという話です。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これは、ちょっとスライドが暗いのですけども、平成16年の食中毒の原



因物質別の患者数ということでまとめてあります。総数としましては、２万７，８千人１年

間に患者さんが出ています。これは食中毒として保健所に届けられた数です。ここを見てみ

ますと、原因物質としましては細菌、ウイルスというものがほとんどを占めていて、あとも

う化学物質と言ってもほとんどありません。自然毒の中では、この場合はキノコです。毒キ

ノコを食べたとか、そういうことがあります。ほとんどのものがそういう細菌とかウイルス、

微生物によるものであるということがわかります。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これはちょっとごちゃごちゃして申しわけないのですけども、平成元年

から15年までの食中毒の患者数を見ていったということです。それで、色が分けてあります

けども、それぞれ原因の違う細菌もしくはウイルスによる患者数です。ピンクのこのライン

ですが、これがサルモネラという菌です。日本の食中毒の中の代表的な菌として挙がってい

るわけです。平成８年ごろ多かったのですが、その多い原因としましては、サルモネラのエ

ンテリティディスという血清型のものが多くて、これは卵の中にあった菌です。そういった

もので食中毒が結構起こっていました。卵焼きとかちゃんとつくれば菌は死ぬわけですけれ

ども、液卵というものを使っていろいろな加工をしていく、食品の中に加熱が不十分なもの

があると食中毒の原因になったということがあります。その後少し減ってきておりますが、

これは一応日付表示とか、そういう衛生対策を進めてきたというようなことがございます。 

 それからもう一つは、このブルーのラインの、これ腸炎ビブリオという菌です。これは、

日本の食習慣と密接に結びついている菌ですけども、お刺身とか魚介類についている菌です。

そういったものが多かったと。これもある程度衛生対策というものが整ってきました。魚介

類といいましても、ゆでダコとかゆでガニというもので起こっていたんです。そういうこと

があったと。なぜゆでたもので、菌が死んでいるはずなのにということなんですけれども、

これは浜ゆでとかそういうことをしますと、その後で海水で冷やしていたんです。そうする

と、せっかく殺しておいてもう一回菌を、海水の中つけて、海水の中つけることによってゆ

でダコとかゆでガニが菌に汚染されると、そういうことをやってしまっていたということも

ありました。そういうことから、そういう冷却には滅菌した海水を使うか水道水を使いまし

ょうというようなことに変えてきたりとか、それから流通していくときに菌がついています

と増えていきます。温度が上がって増えるということがありますので、低温で流通させまし

ょうとか、そういった生食用のものに関する規制が厳しくなりました。 

 そういったこととか、数がグラム当たり100個というような生食用の基準ができました。

これは、腸炎ビブリオという菌、後で菌のことにそれぞれ説明しますけども、その中でも病

原因子というものを持っている菌が病気を起こすわけです。１万個に１個ぐらいだと言われ

ています。１万回とってみると、その病原因子持っているのはそれぐらいの割合しかない。

100個パーグラムということでありますと、100グラムのものを食べたとしてそれが１個ある

かないかというような感覚で見ていただければいいと思います。そういった基準になってお

りますので、これ世界一厳しい基準です。アメリカの方では、やっぱり１万個パーグラムと



いうような基準があるようです。 

 それから、最近増えてきているのが、グリーンのラインで見えていますこのノロウイルス

というやつです。これは、ウイルス性の食中毒がふえてきているということです。患者数は、

現在一番多くなってきております。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これは、事件数をあらわしたものですけど、原因物質別で16年度はやは

り細菌が多いということです。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。こちらも件数の推移を見ますと、やはり２大食中毒と言われている原因

菌、サルモネラと腸炎ビブリオが多かったのですけど、減ってきまして、ここで一つカンピ

ロバクターという菌がふえてきております。カンピロバクターは鶏肉なんかに由来するとい

うことで、鶏の刺身とか、それからあとは牛なんかの生レバーを食べてかかったという人も

おられますので、生食というのを避けるようにしなきゃいけないかなということもあります。 

 それから、調理実習です。よくなぜか学校で調理実習すると、親子丼をつくって、それで

サラダも一緒につくるというのがあるようなんです。そういうことから、鶏を料理した後に

なってくるというような話があります。 

 こういったことでカンピロバクターが増えてきていますけども、これは一つは集団食中毒

もあるのですが、１人の事例というのがふえてきております。ある県で熱心に調べておられ

る先生がおりまして、それを報告しているということで一人事例というものが増えてきてい

ると。そういったことから数が増えているということになっています。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これは、我が国で行政上の食品由来病原微生物ということで一覧表にし

てみたのですけど、ちょっと細かくてこのスライドからは見にくいので、お手元の資料を後

で見といていただければと思いますが、この中にコレラ、赤痢、チフス、パラチフスＡなど

という昔伝染病と言われていたものも入っております。といいますのは、やはり食品由来と

いいますか、食品を介する経口の感染症ということで、それをすべてやはり食中毒という定

義の中に入れていこうということからそれが入ってきたということになります。 

 それから、ウイルスは、これノロウイルスです。これは、昨年の１月ごろでしたか、特別

養護老人ホームなどで結構亡くなった方がおられましたので、新聞紙上をにぎわした名前か

と思いますが、このノロウイルスが最近ふえてきているということになって、ウイルス対策、

このほかにもＡ型肝炎のウイルスとか、Ｅ型肝炎ウイルスとかあるわけですけども、こうい

うウイルス性のものが最近結構食中毒として増えてきている。ノロウイルスは、食中毒とい

うことで食品だけから来るということではなくて、やはりこのウイルス自体は食品の中で増

えませんので、人から人、人と人との感染、こういうものが中心に感染症としても起こって

いるということです。 

 それから、クリプトスポリジウムとかサイクロスポラ、こういったものは原虫と言われる



ものです。細菌とウイルスとそういうものと別のものです。アニサキスは寄生虫です。同じ

仲間ですけども、これはサバ、イカ、そういったものについているということで、あたりま

すと胃の中に入る、胃壁に食い込むようなので、結構痛いという寄生虫です。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。ここからちょっとスライドでは薄くて見にくいのですが、お手元の資料

の方が見やすいかと思いますが、それぞれの菌を若干食品との関連も含めまして少しポイン

トを御説明していきたいなと思っております。電子顕微鏡で見ると、こんな左下にあるよう

な写真に見える、そういう菌です。鞭毛等を持っています。こういうひげみたいに見えるの

がそういうものです。こういったのを使って動いたりするわけです。 

 次に、この場合は、サルモネラはいろいろなとこからとれます。家畜が持っているという

ことなのですけども、そ族昆虫なんかにもいます。要するにネズミも持っているし、虫にも

います。それから、あとはカメとか、トカゲとか、そういったものも持っています。ですか

ら、ペットにしているようなトカゲからサルモネラがとれるとか、そういうのがあります。

そういうもののふん便から直接汚染が起こるということになります。さまざまな食品が汚染

されているということになります。 

 それで、潜伏期間はまちまちですが、菌の量によってかなり時間のずれがあります。ただ

し、卵とかそういうものを熱をきちんとかけると、確実に殺すことができるということで、

そういう加熱が調理には必要であるということになります。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これは腸炎ビブリオです。これも先ほども言いました２大食中毒の一つ

ですが、腸炎ビブリオは塩水を好みます。要するにお塩がないと増えてこないということに

なります。ですから、真水でよく洗うと結構菌が死んでくれるというのも一つの特徴かなと

思います。魚介類を中心としたものが汚染されていて、12時間程度で発症するということで

す。低温に保存しておくことと、それから加熱調理によってやはりこの菌も死にます。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これカンピロバクター、これジェジュニとコリという二つがありますけ

れども、これ以外にもいろんな菌種があるのですが、一応食中毒菌としてはジェジュニ、コ

リという形で登録されています。それで、これは先ほども言いましたように鶏です。鶏が結

構持っているということで、調べてみますと、ひどいところでは80％以上の鶏が汚染されて

いるとか、そういうこともあります。農場によってかなり差がありますけれども、もともと

のそういう保菌というものが、今度食肉処理場、食鳥を処理するところまで来て、それが汚

染している鶏がいますと次々に汚染が広がるということもあります。結局出てくるものが10

0％汚染されているというような状況があったわけです。ただし、この菌は普通の環境下、

酸素がたっぷりあるような環境下ではふえないのです。逆に死んでしまいます。ですけれど

も、なぜそれが鶏の中で、鶏肉でそれだけ残ってくるかということが余りよくわかっていな

いのですけども、鶏の脂とか、そういったものがうまくカバーしている可能性は十分考えら



れるということです。ですから、鶏肉等の生食をしないようにすること、ですからよく加熱

しましょうということなのです。 

 それから、ある血清型のものは、ギランバレー症候群という末梢神経の病気が起こること

がございます。 

（ＰＰ） 

 その次お願いします。これは、病原大腸菌というやつですけども、有名なのは腸管出血性

の大腸菌で、Ｏ157という血清型があります。Ｏ157と聞きますから、菌の名前かというふう

に思っておられる方もいると思いますけども、大腸菌の中の血清型がＯ157ということにな

ります。これは、特に牛が保菌しているということが多いと言われているものです。人の中

でもやはり症状は出ないのですが、感染しているという場合がございます。これにかかりま

すと、これは平成８年のときですか、堺市の小学校で9,000人以上の方が病気になったとい

うのがあります。あのときの原因菌なのですけども、腸管出血性と言っている名前のとおり、

出血性の下痢をします。もう真っ赤っかに血がまざった下痢が出てきます。これは、やはり

子供さんです。５歳以下の子供さんとか、小学校、中学校ぐらいまでの方は結構かかってそ

ういう出血性下痢を起こします。普通の成人の人は余りそこまでの病気にならなくて、ただ

菌を持っているということになりますけども、その人が今度次の人に感染させるということ

は起こります。ですから、そういった場合もよく気をつけなくてはいけないということです。

あとは、お年寄りの場合というか、高齢者の方、この場合がやはり問題となります。 

 それから、この菌にかかって、下痢はおさまってそれでいいのですけども、亡くなる方と

いうのは、ＨＵＳという溶血性の尿毒症候群、そういうものにかかります。それで、腎臓の

方がおかしくなって、それが死亡の原因になるということです。子供さんなどはそういうこ

とで何人か亡くなった方がおられました。これも菌を殺すということも重要なポイントです

し、それから食材が肉ということになりますと、それを調理したものが次のサラダなんかに

いかないようにとか、生食するようなものにいかないように、交差汚染というものを防ぐよ

うな考え方も必要になってくるでしょうということです。 

（ＰＰ） 

 これは、リステリアモノサイトゲネスという、リステリアという菌なのですけども、これ

は余り聞きなれないかと思います。欧米では、これによる食中毒というのは結構報告されて

おります。原因として、サラダになっていたりとか、それからチーズなんかがあります。で

すから、乳製品の、しかも未殺菌の生乳を使ってチーズをつくるというのは、当然ヨーロッ

パの方、特にフランスなんかはあるのですけども、そういった中には残っているということ

です。そういったもので下痢様の症状が起こる、そういうことが食中毒だということがわか

るときの最初なのですけども、日本ではこれ一例だけチーズで起こったことがあります。た

だ、それは食中毒という視点から見るとちょっと違うというか、不思議な見つかり方をして

おります。患者が見つかる前に食品から出ていたのです。それで、たどっていきますと、そ

こで胃腸炎の症状が出ているということがわかったということです。その場合は日本で一例



しかないのですけども、下痢様の症状が出ているということが初めて確認されたわけですが、

あと普通には、これは脳髄膜炎とか、脳炎とか、そういったものを起こします。それから、

流産の原因にもなるということで、妊婦さんとか、それから乳幼児、高齢者、こういったと

ころは危険であるということになります。 

 アメリカでこれのリスクアセスメントをやったのですけども、どの食品が危ないかという

のをやったことがあります。そのときに一番危なかったのは、袋詰めのフランクフルトソー

セージだということです、駅で売っているようなもの。これをぱっとあけてすぐ食べるとい

うことをやっているそうなんですけども、普通は加熱の食肉製品ですから、そこの中に菌が

残っていること自体おかしいのですけども、その袋詰めする工程でやはり環境から汚染を受

けるということがあります。ですから、そういう環境に生存しているリステリアモノサイト

ゲネスというものの汚染というものがかなり危険であるということを考えていかなければ

いけないと思います。その次のランキングとしては、チーズとか乳製品が結構入っていたの

と、それからスモークサーモンみたいなものもありました。そういった菌です。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。黄色ブドウ球菌。これは、この間というか、2000年の乳業メーカーの食

中毒、大量に。これは、戦後最大の患者数というか、１万4,000人ぐらいが出たわけですが、

この菌そのものが悪いというか、この菌そのものでなるのではなくて、この菌が産生する毒

素なのです。エンテロトキシンという毒素が病気を起こすということです。嘔吐と、それか

ら下痢というものがその毒素によって起こります。この毒はややこしいことに、100度で壊

れないのです。ですから、熱をかけて菌は死ぬけども、毒素が残ってしまうということが起

こったわけです。 

 それで、もともと何でそうなったのかということをたどっていきますと、その原材料とい

うのですか、加工する牛乳の原材料には脱脂粉乳というのを使いますけども、その脱脂粉乳

をつくる過程で菌に汚染していて、そこで増える要因があったわけです。その中でふえてき

て毒素を産生していました。脱脂粉乳というのは熱をかけて粉にしますから、その間に菌は

死んでしまうのですけれども、毒素は耐熱性なので残っていたということです。そういうこ

とが起こります。ですから、結構この菌でなるときには毒素に気をつけなきゃいけないとい

うことと、それから乳製品の話が出ましたけども、よく起こるのはお握りとかそういった御

飯類で、手を直接使って、人から汚染を受けるというのが多いわけですから、皆さん持って

いるわけです。ですから、そういったことで人からの食材の汚染を避けるということで防ぐ

ことができると思います。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これはセレウス菌ということで、バチルスセレウスという菌です。これ

絵を書いてありますけども、チャーハンとか、そういうピラフみたいなもの、御飯類のもの

とか、そういったものの中にあり、それでこれはやはり毒素を作ります。嘔吐の毒と下痢の

毒をつくるタイプと二つあるわけです。この場合は、菌はこれ耐熱性のそういう芽胞という



ものを作るということで、こういう加熱調理したものの中に残ってしまうわけです。それで、

加熱して増えるタイプの菌は殺されるのですけども、芽胞という形で残っているものがある

温度帯まで温度が冷えてきますと、今度発芽して増え始めるわけです。ですから、そういっ

たものというのは再加熱とかをかなりやって、食べる前にもう一度熱をかけて食べるとか、

そういうことをしないとまずいということが起こるわけです。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これはウエルシュ菌。これも芽胞を作る菌で、クロストリジウムという

属です。クロストリジウムなのですけども、この菌はさっきのバチルスと違いまして、酸素

がないところで増えるという特徴があります。ですから、嫌気性菌として考えなければいけ

ません。そういった場合には、レトルトパックとか、それから空気を追い出して酸素のない

窒素で置換したようなものの中、そういったとこでも増えてきます。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これも同じクロストリジウム属なのですけども、これはボツリヌスとい

う菌でして、この毒素、これは非常に強い毒をつくります。この毒素が神経毒なんですけど

も、世界最強と言っていいぐらいの強い毒なわけです。これも先ほどのウエルシュ菌と一緒

でして、空気のないところでちゃんと増えていきます。酸素がない状態が好ましい菌です。

日本では、昔辛子レンコンでこういうものの中毒が起こったりとか、最近ではレトルトでは

ないですけど、レトルトみたいにした袋詰めのカレー、そういったものが原因となって起こ

っています。食中毒ですね。その場合、少し膨らんでくるというのがあります。袋が膨らん

でいたり、そういった状態のときには少し気をつけた方がいいということになります。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これは、エルシニア・エンテロコリチカ、余り説明していませんでした

けども、最近ほとんど起こっておりません。豚肉由来だというようなことを言われている場

合があります。それから、先ほどリステリアモノサイトゲネスという菌もそうだったのです

が、この菌も低温で増殖するということです。冷蔵庫の中に入れてあっても長いことたつと

ちゃんと増えてくるということですから、冷蔵庫に保管してあるものが必ずしも安全だとい

うわけではないので、長期間の保存という、低温保存であってもこういう菌もいますよと、

リステリアとか、エルシニアとか。先ほどのサルモネラも、最小発育温度というのが7.4だ

ったか、それぐらいですから、冷蔵庫の中でもそのぐらいの温度になっていれば増えてくる

ということはあり得るわけです。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。それから、これがノロウイルスです。先ほどから言っておりますように、

ノロウイルスが最近多いということなのですけども、統計が始まったのが平成の10年からで

すから、そのころからようやく見つけることができるようになった。その前にも当然あった

わけです。そのころは培養も、それから遺伝子の検査もできませんでしたので、電子顕微鏡

で見ていたのです。そうすると、電子顕微鏡で見ると小さな球形のウイルスが見えると。小



型球形ウイルス、ＳＲＳＶという言い方で言われていたウイルスです。その後見つかってき

たところの地名をとりノーウオーク様ウイルスという言い方もされておりました。 

 そのウイルスの中に、最近遺伝子検査をしますと、ノロウイルスとサポウイルスという二

つがあるということがわかりまして、ただし食中毒で出てくるのはほとんどがノロウイルス

だということで、食中毒統計の方ではノロウイルスということを使うということになりまし

た。結構嘔吐が激しいです。これは、食品の中では増えませんので、人がかかって、それが

増えて、次から次へと人、人でいっている場合が多いのですけども、最近言われているのは

生カキであたっていることが多いわけです。これは、下水処理というか、汚水処理がうまく

できないという状況の中で河川にオーバーフローすると、それが雨が降ったりしてずっと流

れ出すわけです。その状態でカキの養殖場のところまで流れ着いて、カキは一生懸命ただ食

べているだけなので、プランクトンを一生懸命とろうとして水を吸っているわけですけども、

そのプランクトンにくっついたりとか、浮いているウイルスがそのままカキに取り込まれま

す。何もしなければそのまままた出ていくわけですけども、たまってしまっている間に生で

食べると人がかかると、そういうことがわかる。 

 ただし、食材として原因食材がわかっているものというのは非常に少ないのです。たまた

まわかっている中にカキがあるとか、それから何かわからないけども、サラダで出ちゃった

とか、お浸しについていたとか、それから北海道の方で、きな粉パンですか、パンに何かま

ぶして、それが調理した人がノロウイルス持っていて600人クラスの患者が出てしまったの

ですけども、ほんの微量でもかかりますので、そういったちょっと手についているぐらいの

状態で調理するとか、そういうことでも感染が起こります。これは、人から人でかかって維

持されていますので、秋口、11月ごろから小児下痢症と、子供の間の。それから、嘔吐風邪、

よくげぼ風邪なんて言われていますけども、そんな状態で人の中でつながっているというこ

とです。これもやはりウイルスは熱に弱いですから、きちんと加熱すれば防げます。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。ここから食材と、それから病原微生物の関係ということで今まで紹介し

ましたような菌が挙がっていますけども、これサルモネラです。サルモネラは、野菜、果実、

穀類、香辛料、それから畜産物、水産物といった、あと水も関係していますけども、この中

でほとんどのものからとれてくるということです。そういったものを汚染していることがあ

ったということがわかっています。 

 腸炎ビブリオはもちろん水産物で、しかも海産のものです。塩分がないとだめですから。 

 カンピロバクターは鶏肉とか、腸管出血性大腸菌はやっぱり牛肉です。これは、ひき肉か

らなっていまして、アメリカで大規模な食中毒起こったのは、あれは有名なハンバーガーチ

ェーンなんかで起こったことがあります。それから、野菜、果実の中に丸がありますけども、

これもアメリカの例ですけども、アップルサイダー、リンゴジュースで起こっているという

ことがあります。向こうのは未加熱のリンゴジュースというのを売っていますので、それで

起こったということです。ただ、なぜリンゴが汚染されたかといいますと、向こうの採取の



仕方というのがかなり大胆です。木を機械でばあっと揺すって、落ちたやつを集めるという

ことで、土壌にシカなんかが歩いていますとふんをしていると。そういったものが土にあっ

て、振り落としたリンゴが汚染されて、ちょっと洗った程度ではとれないものですから、そ

れでジュースにしたらかかったと、そういうことです。それから、池の水なんかでかかった

こともあります。 

 黄色ブドウ球菌は乳製品、食肉製品ですけど、お握りなんかでももちろんあるわけです。 

 それから、セレウス菌もこういったところ。 

 あとはリステリア、これも結構いろいろなところからとれてくるということで、リステリ

アは今環境に存在している菌ではかなりのところに分布しているのだろうということ、それ

から食材の汚染も多いです。ただし、なかなかこれが原因となって食中毒という形では起こ

っておりません。その一つは、よほど大量に食べないと下痢様の症状が出ないのです。消化

管症状が出ない。普通は、リステリアの病気というのは神経性のものです。それから脳炎で

す。脳脊髄炎とか、そういったものが起こります。それが起こるには相当長い時間かかるわ

けです、２週間、３週間。食べてなったとしても、その原因の食材はわからない。食べてな

ったかどうかもはっきりはしない。だけど、日本でもやはりリステリア症という、そういう

脳の疾患は起こっております。我々調べてみますと、大体統計学的に計算しただけなのです

けども、八十何人というのが年間患者さんとして出るだろうというふうになっています。こ

れは世界に比べて多いのか少ないのかということですけども、大体アメリカよりは少し少な

くて、ヨーロッパよりちょっと多いぐらいという程度です。ヨーロッパは、大体日本と同じ

ぐらいの数が出ていると言われています。 

 あとは、ノロウイルスは、わかっている食材としては水産物でカキがあるわけですけども、

あとは二次汚染されているものがあればかかるということです。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これは、こういう微生物の発育とか生残に関する特性を知っておかない

と、ハザード・アナリシスができません。危害を取り除くための考えをここで整理しようと

いう話です。サルモネラなんかは、この場合では耐熱性というのはありませんので殺せます

とか、それから通性嫌気性ですから、酸素があっても増えてきますよとか、そういう話です。 

 カンピロバクターのとこに高温発育という、低温発育性のとこに高温発育って書いてある

のですけど、温度に対してどうかということで、普通の食中毒の菌というのは30度前後から

体温の37度ぐらいのところでよく増えてくるわけですが、カンピロバクターは鶏とか鳥類で

結構保菌されているということから、四十二、三度、高い鳥の体温の中でも生き残っている

わけです。ですから、そういったところでよく増えるということを考えておかなければいけ

ません。 

 それから、エルシニアとかリステリアは、先ほど言いましたような冷蔵庫の中でも増える

ということですので、低温増殖性がありますよということです。 

 それから、ウエルシュ菌、ボツリヌス菌、こういったところは嫌気性菌と言われているも



のなので、空気がというか、酸素がない状態の方がよく増えます。 

 それから、芽胞を形成するセレウス、ウエルシュ、ボツリヌス、こういったものは芽胞形

成菌ですので、熱をかけてほかの菌が死んでもその芽胞は生き残っている可能性があるとい

うことから、そういったものを防ぐ対策を考えておかなければいけないということです。あ

っても増殖させないということで、こういったのは毒素をつくりますので、それを産生させ

なければいいわけです。ｐＨで酸性にしておくとか、そういったことで防いでいくというよ

うなことが考えられます。大体そんなところですか。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。それから、発症機序、こういったものも防御を考える上では重要ですよ

ということです。細菌性とかの食中毒菌の型には、感染型、要するに感染して下痢を起こし

て食中毒が起きるというもの。それから、毒素型、つくった毒素によって起こるもの。それ

から、感染した後そのままふえておなかの中で毒素をつくって起こるといったもの、そうい

ったタイプがありますよということです。そういったのによっては汚染防止ということが重

要であったり、発育防止をすると。ですから、感染型のものは汚染しないようにしていくこ

とが一つの重要なポイントであるし、こういった毒素をつくるやつは増殖すると毒素をつく

りますから、増殖しないようにするというのが一つのポイントになってくるという話です。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。微生物的には、こういう危害を減らす方法としては、そういう食中毒予

防の３原則として、微生物をつけないと、微生物をふやさない、微生物を殺すと、この三つ

があるということです。 

（ＰＰ） 

 微生物をつけないということは、こういう汚染された生原材料同士というか、その汚染さ

れたもので次の汚染されていないのを汚染するということがないようにする。交差汚染を防

ぐというようなことです。 

 それから、手洗い。普通手洗いというのは、１分ぐらいきちっと石けんつけてブラッシン

グしてやらないと菌は落ちません。大体普通考えると、ちゃっと水つけて、ちゃちゃっとや

る手ぬらしになっていることが多いです。手洗いは、しっかりとこすって落とすというとこ

ろまでやらないと手洗いになりませんので、その辺をよく注意してやってください。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。発育、要するに微生物をふやさないというのは、温度のコントロールと

いうのが非常に大事だということになります。もう一つは、水分活性と言いまして、食品中

の水分をコントロールすることでふえないようにするということもできます。それから、塩

分濃度を上げていくとか、腸炎ビブリオみたいに好塩菌ついていまして塩分がないと生きな

い菌はその限りではないのですけども、リステリアなんかも食塩耐性がありますので、結構

高い塩濃度の中でも生きてきます。 

（ＰＰ） 



 次お願いします。それから、生残性で殺すということは、もうとにかく加熱調理です。 

（ＰＰ） 

 次、そのほかにも先ほど言った水分活性は0.7というものを目安にしましょうとか、それ

からいろいろな添加物によって抑えることも可能ですよということです。 

（ＰＰ） 

 外部の因子ということになりますと、これは紫外線、放射線は、これはもう特殊なケース

でしか使いませんので、殺菌に使っていいというのは今日本ではありません。アメリカの方

では許されているのですけども、やはり消費者がそれを知ると購入しないということがあり

ますので、よっぽどの免疫抑制されている人たちのための食品はそういう形で放射線照射し

てやるということがありますけども、それ以外の普通の食品に使われていることはありませ

ん。 

（ＰＰ） 

 もう余り時間がなくなってきましたけども、ここから一応ＨＡＣＣＰといいますか、これ

の概要を御説明します。今のような危害、ハザード、これをどう取り除くか、ハザード・ア

ナリシス、そういうところがポイントになって、クリティカル・コントロール・ポイント、

その重要な製造工程中のポイントをコントロールするという意味から、ハザード・アナリシ

ス・クリティカル・コントロール・ポイントの頭文字をとってハサップ、ＨＡＣＣＰという

言い方になっています。 

（ＰＰ） 

 導入するには、やはり消費者が安全な食品を得ることができるということとか、それから

ＨＡＣＣＰのシステムそのものは記録というものがありますので、どういった過程でつくら

れてきたか全部記録が残っているということで、後からトレースバックできるということが

重要です。 

 それから、事業者としてもＰＬ、プロダクト・ライアビリティーに対応できると。食品関

係でＰＬ法が適用されるというのがほとんどないと考えられていたのですけども、第１号と

しては館山の方のお魚屋さんでしたか、飲食店だったと思いますけども、そこで食中毒が起

こったんです。毒魚による食中毒です。普通の毒のないものと毒のあるものと似たような魚

がまざっていまして、それが原因となって、毒のあるものを与えたんですけども、そのとき

にふだん調理している、よく見知っている人がそれを分けられなかったのはその人の責任だ

ということになってしまったわけです。それがＰＬ法が適用された初めての例だと思います。 

 それから、国際的にもそのＨＡＣＣＰはスタンダードとして導入されようとしております。

ですから、そういった流れの中でも、やはり世界中から食品が入ってきます。それがＨＡＣ

ＣＰによってつくられている食品であるということになりますと、日本の中でそのＨＡＣＣ

Ｐをやっていないと、国際競争力を国内市場で失うというような形で大変なことになってし

まうかもしれない。それから、最近ではやはり取引要件として、ＨＡＣＣＰやっていますか

というようなことがあります。 



 それからもう一つは、最終製品のポイントチェックだけで、要するに露頭があったとして

その中の抜き打ち検査みたいにしているだけでは不十分だろうと。やはり工程をきちっと管

理しましょうということが一つのやり方だということが考えられています。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。これ従来の衛生管理という書き方をしていますけども、平成７年の法改

正によってこのＨＡＣＣＰが導入されたわけです、食品衛生法に。その前まではこういう形。

それから、今でももちろんそのＨＡＣＣＰをやっていない場合にはこの形で管理をしている

わけです。 

（ＰＰ） 

 導入した後は一般的な衛生管理というこの柱の部分があるわけですが、その中で食品の衛

生的な取り扱い、この部分を特にＣＣＰとして、重要なポイントとして管理しましょうとい

うことになったわけです。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。ＨＡＣＣＰシステムは、危害の発生を予防するシステムであると。未然

に防ぐ、これが大事であります。それから、最終製品の検査をしないでも連続的にそのポイ

ントを監視することで危害の発生を防いでいくということができると、そういうシステムな

のですが、全く検査をしないでいいかというと、そうではないのです、やはり。このシステ

ムの検証のため、それからやはり作り上げていく段階でも製品検査と、中間製品検査、そう

いったものが必要になります。ですから、逆にその検査が増えたという場合もないわけでは

ないと、そういうことも聞いております。 

（ＰＰ） 

 これがＨＡＣＣＰの７原則ということです。１番目に、先ほどから申し上げているハザー

ド・アナリシス、危害分析というものがあります。その次に、特定するわけです、この重要

管理点を。重要管理点を特定して、そこでの管理基準を設定します。ですから、何度で何分

間加熱するとかいう工程をつくったということになると、その何度何分というのを基準とし

て設けている。それに温度が達しないと再加熱するとかいろんなことがあるわけですけども、

常にモニタリングしておきまして、その温度が達しなかったときには改善措置として再加熱

しましょうとか、このシステム全体がきちんと動いているということを保障するための検証

する方法です。ですから、温度計をキャリブレーションするというようなことももちろん検

証の中に入っているわけです。それから、重要なのはこの記録、記録をとっておくというこ

とが重要です。これは１年間とっておきましょうというのが法律では決まっております。 

（ＰＰ） 

 次お願いします。ＨＡＣＣＰは、つくっていくときにこの12の手順というのを踏んでいく

ようになっていますが、６番以降は先ほど言いました７原則です。１番目に、チームをつく

るということをやります。これは、常に見直したりとか、そういうことも含めてＨＡＣＣＰ

に関して検討していくチームです。このチームは、その会社での経営のトップが含まれてい



ることが望ましいです。それから、各製造工程をよく理解している人、それからＨＡＣＣＰ

そのものがよくわかっている人、そういった者が含まれていることが重要です。ですから、

余り人数が多くない会社では、このチームそのものがもう会社構成員全員というようなこと

になります。それから、飲食店に導入しようというと、なかなかそれは難しいというのは、

やはり記録とか、そういうものをとっておこうとするとどうするかと。一々つくっている段

階で、料理つくってその記録をとっておくのかとか、そういう話になりますので、なかなか

難しいとこがあるのですけども、やり方はいろいろ工夫次第ということで、今は音声記録と

か、そういうのをやったらどうかとかいうようなことも考えている人はいます。 

 それから、製品の特性の記載、これがハザード・アナリシスをする上でも重要なポイント

になります。この２番、３番、意図する用途、これだれが食べるとか、そのまま食べるのか、

またそこから加熱するのかというようなことによっても違いますので、この辺は重要です。 

 それから、製造工程の一覧図です。施設内の図面。 

 それから、その現場を検証するということが大事です。最初のころはそのＨＡＣＣＰ申請

上げてくると、図面と現場違うじゃないのというのがあるわけです。もともとの図面の、立

ち上がったころの図面はそうだったのだけど、いろいろ作り変えているうちに変わってしま

っているという場合があります。ですから、もう今はそういうことはないのですけども、そ

の確認をきちんとしていくと、そういうことが大事だろうと思っております。 

（ＰＰ） 

 ここからちょっと、日本はそうやって導入したのですが、先ほど言いました一般的衛生管

理の部分に当たる法律がなかったので、そこも一緒にやったわけです。アメリカの場合には、

もう既に一般的衛生管理の部分についてはグッド・マニュファクチャリング・プラクティス

と、ＧＭＰという形で法律ができていたのです。そこの上にＨＡＣＣＰのＣＣＰのものを乗

せるだけでよかったので、割と導入が早かったのですけども、これはボランタリーというか、

手挙げ方式で承認するシステムとは違って、アメリカの場合にはこういった食品ごとに規制、

法律でもやりなさいというふうに決まっています。しかも、それは州を越えて広域に流通す

る食品、そういったものについてやりましょうと。ですから、水産食品といっても、食肉、

魚肉練り製品みたいなもの、こういったものとか、それからジュースも導入されましたし、

食肉製品、こういったものがあります。あとは、リテールと言いまして、レストランとかそ

ういうとこに導入しようという計画がずっとあるのですけど、なかなかやはり記録とかとい

う面では難しいだろうということです。 

（ＰＰ） 

 カナダもやはりＨＡＣＣＰをやっておりまして、これは登録制でやっているのです。乳、

乳製品、加工食品、缶詰、それからハチみつ、メープル製品、これはもう国の特産ですから、

これはやっていますと。卵、食肉、そういったところに入っております。 

（ＰＰ） 

 次、ＥＵでは、これはＥＵ規制ということで、水産製品、食肉製品、それから乳、乳製品



ですか、そういったとこに入っているわけです。これはＣＣＰを決めてという、そういうと

ころで同一なのですけども、検証と文書化を求めないというような文章があるので、完全に

一般のＨＡＣＣＰとはちょっと違っている部分がありました。ですから、その場合ＨＡＣＣ

Ｐと呼んでいいのかどうかというのはずっと議論があるわけですけども、やはり今の段階で

は７原則すべてを満たしていないとＨＡＣＣＰのシステムと呼ばないというふうな考え方

でいいと思います。 

（ＰＰ） 

 オーストラリア、ニュージーランド、これは食品衛生に関しては両国共通でやります。で

すから、フードセーフティー・オーストラリア・アンド・ニュージーランドということで食

品衛生関連規制が統一されています。ＨＡＣＣＰの導入にはしかし基本原則を記載している

だけで、なかなかこの製品にということで入っているということはまだやっていないようで

す。オーストラリアの場合は、食肉、食肉製品について、ＨＡＣＣＰプラス品質管理という

プログラムを入れているわけです。ＩＳＯみたいな考え方と両立させているというか、両方

を導入しているというような考え方になります。 

（ＰＰ） 

 ということで、各国そうやってＨＡＣＣＰを導入しようという動きがありますし、それか

らもう既にそういう法規制ができてきて導入されている食品群というものもあるわけです。 

 今後の考え方としては、危害分析、これがきちんとできるかどうかというのが新たな食品

をＨＡＣＣＰの対象とするときに考えていかなけれはいけない。これは、工程とか手順に完

全に漏れがないようにすることと、それから先ほどから申し上げているような微生物の管理

というのをどうするかというのが基本になると思います。農薬とか、それから食品添加物、

そういったものについては、一旦入ってしまったら除くことができないのです、普通の製造

工程書では。原材料の部分であるとか、それから食品添加物については人為的なミス、はか

り間違えて量が多くなってしまったとか、そういうことが起こらないように管理していくと

いうことしか今のところありません。 

 それから、前提となる衛生管理プログラムと言いましたけど、先ほど紫で書いていた柱、

あの部分が最も大事で、そこをきちんと整えていくだけでも衛生管理はもうぐっと向上する

ということになります。何もＣＣＰを特定して、それがそこだけを管理すればもうでき上が

っているんだというような考え方でいますと、とてもじゃないですが、ＨＡＣＣＰそのもの

が崩れてしまいます。土台のないところに屋根を置いたって乗っかっていられないわけです

から、そういう話です。ですから、柱をしっかりと立てるというところを考えましょうと。 

 それから、文書、これが結構やはり重要です。後々の管理にも必要ですので、文書化は絶

対に必要だということです。これがなかなか厄介で、書類がふえるということになります。 

 あとはＣＣＰを特定していくのですけども、よく誤解されるのが品質です。おいしさとか

そういったもの、味とかにＣＣＰを設定するということは、基本的にはありません。ですか

ら、人の健康に被害が及ぶような原因を除ける、そういう最も重要なポイント、そこにＣＣ



Ｐを設定するということで管理していこうということであります。 

 以上、ちょっと時間をオーバーしてしまいましたけども、ＨＡＣＣＰのＨＡの部分、ここ

が相当大事だということ。それから、それの土台になる、それを支えるための一般的な衛生

管理をこれからもしっかりやっていきましょうと。それだけでもＨＡＣＣＰを導入する前の

段階としては、非常に大きな効果がありますよということで私のお話を終わらせていただき

ます。どうもありがとうございました。 

（拍 手） 

〇司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで10分程度休憩を設けさせていただきたいと思います。現在14時25分です

ので、14時35分からパネルディスカッションを開始したいと思いますので、それまでにはお

席の方にお戻りいただければよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。一応時計

につきましては、こちらの両サイドにある時計の方で始めたいと思いますので、若干２分程

度こちらの時計進んでいるようですので、その辺お気をつけ願いたいと思います。 

 

４ 休  憩 

 

５ 意見交換 

〇司会 それでは、お時間になりましたようですので、これからパネルディスカッションを

開始させていただきます。 

 まず最初に、本日のコーディネーターとパネリストの皆様を御紹介させていただきます。 

 本日のコーディネーターですが、私の左側、皆様の方から見まして右側、日本食品衛生協

会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長でいらっしゃいます小久保彌太郎様でございま

す。 

（拍 手） 

〇司会 もう一方、その隣に先ほど御講演をいただきました山本茂貴様です。 

（拍 手） 

〇司会 以上２名の方にコーディネーターをお願いしております。 

 続きまして、パネリストの皆様を御紹介させていただきます。 

 中央の席でございますが、新潟県総合生活協同組合常務理事松田裕様でございます。 

（拍 手） 

〇司会 会場の皆様から見まして右隣が、社団法人日本乳業協会常務理事高谷幸様でござい

ます。 

（拍 手） 

〇司会 その右隣が、社団法人日本食肉加工協会理事新村裕様でございます。 

〇新村社団法人日本食肉加工協会理事 新村です。 

（拍 手） 



〇司会 その右隣でございますが、北陸農政局消費・安全部安全管理課長有馬聡様でござい

ます。 

〇有馬農林水産省北陸農政局消費・安全部安全管理課長 有馬です。よろしくお願いいたし

ます。 

（拍 手） 

〇司会 こちら側に戻りまして中央左隣が、新潟県上越地域振興局健康福祉環境部吉岡丹副

参事でございます。 

〇吉岡新潟県上越地域振興局健康福祉環境部副参事 吉岡です。 

（拍 手） 

〇司会 その左隣が、楠博文食品衛生専門官でございます。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 よろしくお願いし

ます。 

（拍 手） 

〇司会 以上、６名の方々にパネリストをお願いしております。 

 それでは、コーディネーターの小久保様、山本様、よろしくお願いいたします。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 では、これ

からパネルディスカッションを開始したいと思います。 

 進め方ですけども、前に厚生局の酒井課長の方からリスクコミュニケーションということ

の話がありました。その後、引き続きまして私の隣にお座りになっている山本先生の方から、

フローム・ファーム・トゥ・テーブルの概念、ＨＡＣＣＰシステムの管理の対象であります

いわゆるハザード、特に病原微生物について詳しく話され、それをどうやったら管理してい

いか、ＨＡＣＣＰシステムの考え方の概要、それから諸外国の状況などのお話をされました。

これらの話を踏まえまして、これからここに座っていらっしゃいます６人の方にそれぞれの

立場でそれぞれの御意見をいただきたいというふうに思っております。 

 まずは６名の方に10分ぐらいでそれぞれの立場でお話をいただきまして、それから６名の

方で意見交換をしていただくというふうにいたします。それが終わりましたら、皆さんの方

から多少御意見をいただいていますので、そこらに対します回答をしてみたいというふうに

思います。それが終わったら総合討論ということでフロアの方からいろいろ御意見をいただ

いて討論会をし、５時10分ぐらい前に終わらさせていただきたいというふうに思っておりま

す。時間が２時間ちょっとありますけども、時間を守っていきたい。私の方では前半の司会

をさせていただきまして、後半の総合討論は山本先生に司会をお願いしたいというふうに思

っていますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず最初に、フローム・ファーム・トゥ・テーブル、いわゆる農場から食卓ま

での一番のいわゆる川下に相当いたします消費者といいますか、きょう消費者の方がパネラ

ーとしては出ておりませんので、そこを代表いたしまして新潟県総合生活協同組合の松田さ

んの方から御意見をいただきたいというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いいたし



ます。 

〇松田新潟県総合生活協同組合常務理事 総合生協の松田と申します。よろしくお願いいた

します。 

 私の方からは、きょう皆さんの方に別紙でこれまで生協の取り組みの中で、組合員からい

ただいているいろいろな重大クレームからさまざまなクレームを紹介しながら、私たちも流

通の一角でありますし、その中で生協はより安全で確かなものを届けるという責務もありま

すし、これも社会的な責務としては危害防止という部分について、これはもうやっていかな

ければならないという状況にあります。組合員さんから年間寄せられてくるクレーム、そし

て重大クレーム、その中を紹介しながら共通に見えることについて報告し、そしてこのリス

クコミュニケーション、リスクマネジメントの問題について考えていることにつきまして皆

さんの方に御報告したいと思っています。 

 そこで、当生協は組合員さんが７万8,000人を超える共同購入、個配というところで、こ

れは注文書を事前に配布して予約をとって、そしてメーカーさん、業者さんから仕入れて納

品するというスタイルでありますから、店舗は１店しかありませんけど、ほとんど無店舗の

状態でやっている状態であります。そういう中で、組合員さんから日常上がってくるクレー

ム、そして組合員さんの方にもカードを用意しまして、文書で上げていただけるクレーム含

めまして我々の方で年間集約をしているところでありますが、その中で即対応しなければな

らない重大クレームも数件上がってくるという状況になっています。 

 そういう中では、そこの最初にありましたように、やはり今上げられてきているクレーム

の中では、表示内容の要件が多くあります。アレルゲンの問題または遺伝子組換えの関係性

について、それが使用されているのかどうかの問題等々難しい内容について点検し、表示を

して欲しいと。これは表示義務がありますので、徹底的に仕様書管理をやっていかなければ

ならない責務が私どもにもあります。 

 そういう中でこれから申し上げますのは、やはり食品衛生法、その基準違反等々含めまし

て出てきている重大事例について報告しながら、そこにおける製造過程、その管理体制の問

題点について少し報告したいというふうに思っています。そして、時間が10分以内でござい

ますので、簡単に申し上げたいと思いますけど、まず１番目は、ヨーグルトにおいて大腸菌

群の検出があったと。これは、生協の方では民間検査機関と提携しまして検査体制をつくっ

ておりまして、抜き打ち検査をしております。その中で大腸菌群の陽性反応が出ました。こ

れは、一応もう製造メーカーさんはその製品サンプルを保存していますから、それを取り寄

せて再検査をしますけど、またはクレーム商品を回収してきて検査もしますが、重大な病原

性大腸菌は見当たりませんでしたので、一旦の安心はあるのですけど、即自主回収となりま

す。そして県行政の保健所にお願いして一緒にその原因究明に入るというスタイルになって

います。 

 そういう中でやはり見られたのは、ヨーグルトは普通一般細菌を殺してしまうのではない

か、そんな重大なことは起こり得ないだろうという常識があります。私ども消費者の中にこ



の常識があると思います。このヨーグルト元菌の培養過程で起こり得る病原菌の出現または

製造過程で職員の手洗いをせずに起こり得る病原菌の出現等々が散見されるのではないか

ということで原因究明の過程の中で見えてきます。あわせまして、その元菌の病原菌の検査

記録並びに製品の検査記録、それは一般的に製造メーカーは皆さんやられていると思います。 

 そして、問題はその元菌がどのくらいの期間をもって培養されてきたのでしょうか。入荷

からすぐに培養に入られましたか、その期間工程が長いと変化が起こっている可能性もあり

ます。培養までの保存期間を含めましていろいろ検査をさせていただいて、そしてそのメー

カーさんも気づかれて、やはり入荷したときから次なる製造過程までの期間、そこの検査の

一般細菌の増え方については記録とっていらっしゃるでしょうか、こういうのも含めまして

製造過程、それぞれのところできちっと検査管理体制を強化し、その記録を残し、その中で

疑念が起こった場合はどう改善するか。先ほど話があったように、危害防止の責務という意

思と、そしてその検査段階でもし問題があるようでしたら即対応する管理体制P~D~C~Aサイ

クル管理が大切と思います。ＨＡＣＣＰを取ろうがなかろうが、その企業が将来の存亡をか

けてこういう問題が起こらないようにするということであるならば、それができているかど

うかというのが本質的問題というふうに思いました。 

 次の乳製品も、これも風味が違う、食味が違うということで起こった事例でありますけれ

ども、乳飲料であります。低脂肪乳飲料を飲んだところ、いつもと味が違いますということ

が起こりました。これも同じように原乳から入って、加工処理するまでの間、低温細菌もあ

りますし、２度から４度で保存し、攪拌して保存をしているのですが、４トンのタンクの中

に入れて製造までの過程が相当日時がありますと、その期間中にいろいろな微生物の変化が、

起こりうるそうです。そして120度３秒の高温殺菌で製品化しますけど、その製造前の原乳

の保存過程で起こり得ること、こういうことについては本当に専門的な知識または先生方の

話を聞いて対応しなければなりませんけど、微生物並びに今言われました一般細菌の変化態

様について検査し、調べておいて、記録を残してその部分が変化したことについて検証して、

改善すること。そのメーカーのブランドとするならばきちっと品質管理して守っていかなけ

ればならないという条件になろうかと思います。 

さらに今度は異物混入です。この部分については、餃子の中にブースターケーブルの絶縁

ゴムが入り込んでしまったと。そして、これはゴムだったからというふうに言えますが、金

属片だったらどうしようか。それで、ゴム片は金属探知器ではとれませんよね。金属探知器

を設置しても入り込むもの、そしてその部分をどうしていったら消去できるのだろうか、こ

ういう問題を持っています。 

 そこで、製造工場内の清掃、整理、点検、検査を製造機械ごとにやっていかなければ見え

てこないわけです。破損してそれが入り込むと。製品工程でそれを探るということは金属探

知器でもとれないものもあると、こういう事例であります。 

 そこで私どもの方は製造メーカーさんに対し、県行政、食品安全行政の管理官から入って

いただいて一緒に取引メーカーさんとコミュニケーションをとって、製造過程の管理体制を



強化しようじゃないかということでやっています。 

それで、結論的にはメーカーさんも一生懸命自分たちのブランド、安全性を高めていかな

ければならないという意識を持っていらっしゃることはよくよくよくわかっていますし、大

事なのはリスクコミュニケーションというこのタイトルで私たちが常々考えているのは、メ

ーカーさんも、それから流通の卸並びに販売元も一緒になって製造先の原材料のところまで

気を及ぼしてコミュニケーションとることと、一番川下の組合員、消費者の段階も含めまし

てコミュニケーションとってリスクの評価、分析をしていくという関係性が重要であるとい

う立場です。そういう中では、生産者の方へは消費者も入って圃場の公開確認会、どういう

農薬、どういう苦労、そして製造メーカーについては、いろんな手を打って危害防止にやっ

ていらっしゃることがありますが、コストもかけざるを得ない防止策は必要なコストとして

消費者も理解することが大切です。そういうことを含めましてリスクコミュニケーションを

できるところからやっていく立場から、生産から製造、加工、流通、消費、廃棄まで及ぶと

いう時代ですから、消費者の参加によるコミュニケーション、そしてその中でのリスクと言

われる危害、その評価、そして対策というところに一緒になって議論していくテーブルが必

要だというふうに考えています。 

 以上でございます。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 どうもあり

がとうございました。 

 今もお話があったように、今回のテーマが、「食の安全確保とＨＡＣＣＰ―農場から食卓

まで―」となっております。今、農場から食卓までという言葉よりも、同じことを意味する

フード・チェーンという言葉が非常に行き渡ってきております。今のお話にもありましたよ

うに、消費者もフード・チェーン全般にいろいろ参加しながらコミュニケーションというの

が必要だろうというような話を苦情事例を交えてお話ししていただいたわけです。 

 続きまして、実際の食品の製造加工にかかわっているパネリストの方にお話ししていただ

きたいと思います。今回は、２名の方にお願いいたしました。御存じのように、我が国では

総合衛生管理製造過程ということでＨＡＣＣＰシステムを取り込んだ製造の過程というの

を食品衛生法第13条で法制化しております。これはあくまでも承認制度なんですけども、こ

の制度についてはまた後で細かい話があると思いますけども、その対象になっております食

品は大きく分けて五つあります。乳・乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、いわゆる缶詰食品、

それから、清涼飲料水です。そのうちの代表的な食品である乳・乳製品につきまして、日本

乳業協会の高谷さんの方からお話をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

〇高谷社団法人日本乳業協会常務理事 紹介をいただきました日本乳業協会の高谷でござ

います。 

 それでは、乳・乳製品の製造している団体という観点から少しお話を申し上げます。先ほ

ど来からＨＡＣＣＰという片仮名というか、横文字の言葉が使われておりますけども、我が



国では平成６年に動物性食品の、ＨＡＣＣＰシステムに関する研究というのが、当時は厚生

省ですが、厚生科学研究でこれの検討が始まり、平成７年に食品衛生法の改正があり、この

システムが日本では総合衛生管理製造過程の承認という仕組みが取り込まれて、そこで食品

製造の衛生管理の手法としての導入が始まりました。 

 当時これの対象食品としては、乳と乳製品、それから食肉製品が指定をされております。

この指定に従って、我が国における、乳工場のＨＡＣＣＰの現状でありますけど、現状とし

ては現在承認対象食品の乳、乳製品が、現在までに約340施設で約500件弱の承認の工場がご

ざいます。我が国にどのぐらいの乳、乳製品等の工場があるかといいますと、牛乳の処理施

設も含めて約600施設がございます。そういう意味では、かなりな部分が承認をとっている

というのが現状でありますが、ただ全部とっていないのは間違いないんでありますけども、

全国で流通する流通量からすると、八、九割方は承認施設で製造されたものが流通している

とお考えをいただければというふうに思います。 

 課題という事で見てみますと、国際的にはこの衛生管理の手法の一つである、衛生管理と

いうのはＨＡＣＣＰという仕組みだけが衛生管理ではなくて、総合衛生管理製造過程も含め

てこの衛生管理の手法の一つでありまして、現在のところはこの衛生管理の手法としてはＨ

ＡＣＣＰが一番優れているだろうというふうに言われております。それに従ってこのシステ

ムを導入しているわけですけれども、このシステムを導入するということについては、先ほ

ども山本部長が説明の中でおっしゃいましたように、チームをつくれとか記録をしろとかい

うさまざまな課題があり、かなりな資本投入をしないと、それなりの設備を設けないとシス

テムの承認をとるということ自体は難しいというのが現状であります。 

 そういうことからすると、その経済的なメリットはどこにあるか。先ほど松田常務理事が、

ＨＡＣＣＰであれ何であれ、衛生的な食品をつくるのがそもそも製造者の義務であろうとい

うことをおっしゃいました。そのとおりでありますけども、基本的にかなりな資金投入をし

て何が企業としてメリットとなるかというところがいまいち見えてこないと。何かマークで

もつけて、うちはこういうものをつくっているんですよ、こういう仕組みでつくっているん

ですよということは印が出来るかというとそうでもない。現状の総合衛生管理製造過程は法

律上は手を挙げ、手を挙げたことに対して国が承認を与えるという仕組みなので、そこのと

ころが大変かなというのと、資金投入をするということであれば、小規模の施設はそういう

ことができるかというと、なかなか難しいんではないかなと思います。ただ、松田常務がお

っしゃるように、この仕組み、システムであろうとなかろうと衛生管理はきちんとすべきと

いうのは当然のことであります。そういう意味ではこのシステムの承認をとらなくても衛生

的な管理をしていかなければいけないと私どもも思っております。そういう意味ではある程

度の大きな規模のところはこのシステムを取得していただいて、それなりのチームをつくり、

その検証をやり、それなりのことをやっていただくというのは問題ないと思うんですが、少

なくともそういう資金投入できないところについては、最低限の衛生管理はどうやってやる

べきかということを基礎からもう一度勉強いただく必要があるんではなかろうかと思いま



す。 

 先ほど松田常務理事の方からお話しいただいたように、どのような原乳を使って、どのよ

うな管理をして、どのようなことになっているのかということの基礎的なこともきちんとや

っていただくというのは、原因がどこにあるのかというのは、原料の受け入れから製品とし

て出すまでの間にどのようなことをやらなければいけないのかと。それには温度と微生物の

関係はどのような関係にあるのかということも含めて、私どもは遅まきながらというか、平

成17年度から各県に出向いていって、地元の従業員の方々とひざを交えて衛生講習会を３時

間かけて、微生物の特徴であるとか工程別の衛生管理のあり方、どこが一番危険なところか

とか、それから先ほども事例が出ておりましたけど、事故事例を出しながら何が原因であっ

たかということを含めて実施しておりまして、平成17年度は全国18カ所でやる予定にしてお

りまして、今のところ11カ所ぐらい終わっておりますけども、18年度も引き続きこういう底

辺の底上げといいますか、衛生管理思想、考え方の普及を図っていきたいというふうに考え

ております。 

 以上であります。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 どうもあり

がとうございました。 

 高谷さんの方から総合衛生管理製造過程の取り組みと、この承認をとるとらないに関係な

く、とにかく衛生管理ということに努力を払っていただき、全体的な底上げを図りたいとい

うようなお話があったと思います。 

 続きまして、食肉製品の方で日本食肉加工協会の新村さんの方からお話をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

〇新村社団法人日本食肉加工協会理事 日本食肉加工協会の新村と申します。 

 食肉製品ということでお話をさせていただきます。私どもの団体に所属しております会員

は、ハム、ソーセージ類を製造している企業であり、日本全体でハム、ソーセージ類、もっ

と幅広く言えば食肉製品を製造している企業は、1,000社ほどあると推定していますが、そ

のうちの約２割弱の160社程度が会員でございます。ただ、日本全体でつくられている食肉

製品のほぼ９割以上は私どもの会員がつくっていることになろうかと思います。ですから、

皆さんがお買い求めになる製品のほとんどはうちの会員の製品をお買い求めになっている

ことになると思います。そういう意味では、食肉製品の衛生、安全性の確保というのは非常

に重要になってくるわけです。 

 そこで、安全性の確保についてはどのようにまずなされているかということなんですけれ

ども、実は食肉製品には食品衛生法により規格基準が定められております。お手元の資料に

「食肉製品の安全確保」という資料がありまして、食肉製品の分類があります。製品類を大

きく分けますと、製品群名がありますように、四つに分けられます。基本的には微生物の制

御を中心としました製造基準が定められておりまして、この製造基準の中で加熱食肉製品と

言われるものと、それから乾燥食肉製品と言われるものは、微生物を殺すまたは増殖を防止



するという非常に強い条件が定められておりますので、このような条件でつくられているも

のは相当に安全性は高いということになります。 

 ところが、特定加熱食肉製品、それから非加熱食肉製品と言われるものは、この加熱食肉

製品や乾燥食肉製品ほど強い条件が入っていないということがありますので、ここには書い

てありませんけれども、製造工程の中で非常に細かく定められている条件によって微生物を

制御しようということになっているわけです。したがって、基本的にはこの食肉製品の規格

基準によりまして微生物の制御は図られています。 

 制御が図られているという言い方をしましたのは、加熱殺菌をしても死なない菌がいるわ

けです。先ほど山本先生の話にもありましたように、ウエルシュ菌と言われる芽胞を形成す

るものは死滅させることはできません。ですから、ハム、ソーセージ類は10℃以下で保存と

いうのは、低温に置くことによって微生物の増殖を抑える工夫がなされているわけです。 

 これは、法律で強制的に守るように求められておりますので、食肉製品をつくっている企

業はすべて守っていることになりますが、さらに安全性を高めるために、我々の業界も乳、

乳製品と同様に総合衛生管理製造過程の導入を図ってきているところです。時は乳、乳製品

とほぼ同じ10年ぐらい前から始めておりまして、今まで講習会を開催をいたしております。

まずガイドラインをつくって、業界にモデルになるものをつくりまして理解を深めるという

ことをやっているわけですけれども、毎年講習会をやりまして、ＨＡＣＣＰの考え方を含め

た一般衛生管理のあり方についての講習会を開催し、既に全体では1,000名以上の人たちが

理解して製造に携わっているという状態です。 

 ちなみに、総合衛生管理製造過程の承認をとっている施設は全体で82施設ですので、乳、

乳製品に比べると大分少ないということになろうかと思いますけれども、大手を中心として

とっておりますので、推定ですけれども、今現在市場に出ている製品の約８割または８割強

は総合衛生管理製造過程のもとに製造されている製品ということになろうかと思います。で

すから、そういう面でも安全性の確保は相当高いレベルまで上がってきているというように

私どもは理解しているわけです。 

 ただ、中規模、小規模といったところはなかなかとれないということになるわけですけれ

ども、とれない理由はさまざまでございます。やはり一つは、施設設備の改造をしないとな

かなか対応できないことがございます。そのためには資金の問題があるということです。や

はり大きなネックになっているということです。 

 それからもう一つは、理論的にきちんとした構築をしていかないと、うまくこの総合衛生

管理製造過程が機能しないということがあります。そのためにはＨＡＣＣＰチームをつくっ

て、文書化をしてマニュアルをつくっていく、それを現場でやらせるということが必要にな

ってくるわけですけれども、その文書をつくるための技術者が規模が小さくなってくるとな

かなかいないということで、総合衛生管理製造過程の承認がなかなかとれない状態にあるわ

けです。 

 ただ、先ほど講習会を開いて1,000名以上の方が受講しておりますと申し上げましたよう



に、とれてはいないけれども、中小企業の人であっても講習会を受けておりますので、中小

の工場においても衛生の強化を図ってきています。いわゆる一般衛生管理に相当する清掃と

か、手洗いとか、それから微生物を制御するために重要な工程についてはきちんと管理をす

ることはやってきておりますので、承認をとっていないからといって危ないということは決

してありません。 

 ただ、私ども団体の立場からしますと、どこかの一企業が万が一食中毒事故を起こすこと

がありましたら、残念ながら日本中のハム、ソーセージがたちまち売れなくなるというよう

なことがございますので、私どもの団体は食中毒事故を起こさないように企業には常々申し

ておりますし、それからやはり衛生管理の手法としてＨＡＣＣＰの手法は優れていると思い

ますので、今後ずっと講習会を開いて、さらに普及を図っていきたいとに思っております。 

 以上でございます。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 どうもあり

がとうございました。 

 今新村さんの方からも、食肉製品につきましても総合衛生管理製造過程の承認とは関係な

くＨＡＣＣＰシステムを積極的に導入して、衛生管理の向上を図るというようなお話があり

ました。 

 続きまして、行政の方から３名の方をパネリストとしてお願いいたしました。最初にお話

しいただくのは、食品生産の一番の川上といいますか、特に原材料の生産を担っているとい

うことで農政局の方にお願いしました。あとのお二人の方は、いわゆるチェック機能といい

ますか、地元の新潟県の方と国の方にお願いしてあります。 

 まずは、一番の川上を担い、今はそれだけではなくて、ＨＡＣＣＰシステムの奨励といい

ますか、このシステムを一つの付加価値として積極的に指導なさっている農林水産省の北陸

農政局の有馬さんの方からお話をお願いしたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

〇有馬農林水産省北陸農政局消費・安全部安全管理課長 北陸農政局消費・安全部安全管理

課の有馬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 日頃私どもの食品の安全性の確保の取り組みにつきまして御理解、御協力いただきまして、

どうもありがとうございます。今回は、食品の安全確保に関するリスクコミュニケーション

ということでお招きいただきましたけれども、食品の安全確保につきましてはここ数年やは

り食品の安全性を脅かす問題が幾つか出てきております。一つは、ＢＳＥの発生の問題、そ

れから輸入野菜の残留農薬の問題、それから国内の無登録農薬の問題だとか、また先ほど山

本先生から話がありましたＯ157の大腸菌の問題など幾つかの食品の皆様の食べる上におい

て食への信頼が大きく揺らぐような、こういった問題が最近発生してきております。 

 こういった事柄に対応するために、２年半前の平成15年７月に内閣府に食品安全委員会と

いうのが設けられまして、食品の安全性確保に対する基本理念やリスク分析といった、そう

いった考え方を取り入れた食品安全基本法というのがつくられまして、それに基づいて国民



の健康の保護を最優先とする食品安全性行政がスタートしたころでございます。このリスク

分析の考え方といいますのは、食品安全委員会がリスク評価機関ということで科学的知見か

ら健康への影響等を評価します。食品安全委員会が科学的に見てこの制度は安心か安全かど

うか、その辺を見るということになります。一方、そういった考え方に基づきましてリスク

管理機関、これは厚生労働省、農林水産省になりますけれども、リスク管理機関は、食品安

全委員会からの評価を受けて、その科学的な根拠に基づいて制度等を決めていくことになり

ます。その際に、リスクコミュニケーション、パブリックコメントといった形で多くの方々

からも意見をいただきます。このようなリスク分析という考え方で食品安全の行政を行って

いくという形になりました。 

 最近問題を例に挙げますと、特に今話題になっている牛肉の輸入の関係がございます。こ

れにつきましてもリスク分析の流れの中で出てきた話でございますけれども、厚生労働省、

農林水産省が食品安全委員会に対して「米国、カナダから輸入される牛肉について、我が国

で流通する牛肉とのＢＳＥリスクの同等生」について諮問して、食品安全委員会の方から答

申という形で「輸入プログラムにおいて、危険部位の除去とか２０カ月齢以下といったこと

が確保され適切になされるのならば、国内産の牛肉と、米国・カナダから輸入される牛肉と

のリスクの差は非常に小さい」という答申をいただきまして、それに基づいて輸入を再開し

てきたということです。その答申の中には、もし輸入に際して重大な問題が生ずればその輸

入の停止も考えるべきとの附帯意見等もいただいたものですから、今回輸入に際して問題が

発生して急遽輸入を停止したと、そういった流れになってきております。 

 ちょっと話がずれてしまいましたけれども、そういった「リスク分析」という新しい手法

の導入が15年７月から行われました。農林水産省自体も組織も変えまして、消費・安全局と

いうのが設けられまして、私どもの北陸農政局にも消費・安全部というのができまして、現

在食品安全委員会や厚生労働省と連携をとりながら食品安全の行政に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 食の安全や消費者の信頼の確保は、農林水産省におきましても非常に大きな課題と受けと

めております。昨年３月に「食料・農業・農村基本計画」というのが閣議決定されたのです

けれども、これは農林水産省がこれから政策の推進を図っていく基本となるものでございま

すが、この中で「食の安全の確保」ということがうたわれております。 

 本日は、特に農場から食卓までのリスク管理の徹底ということでございまして、今の基本

計画の中に生産段階におけるリスク管理の取り組みということで「ＧＡＰ」、ちょっと新し

い言葉ですが、「適正農業規範」の取り組みというのが生産段階におけるリスク管理の取り

組みとして挙げられております。それから、食品製造事業者の方々に対してＨＡＣＣＰの手

法の導入、推進を図るとされております。それから、食品安全マネジメントシステムの普及、

啓発活動を行うと、そういった内容が農林水産省の政策の中でうたわれるところでございま

す。 

 本日「農場から食卓まで」ということで、私の話は川上の生産の部分にかかわってくると



いうことで、現在、生産の段階の安全確保に関して農林水産省で力を入れておりますのは、

先ほど申しました「ＧＡＰ」（適正農業規範）というのがございます。これは、ＨＡＣＣＰ

の手法を取り入れました生産段階におけるリスク管理の手法でございます。これについてち

ょっと御説明したいと思います。 

 お手元に「食品安全のためのＧＡＰ」というパンフレットが行っているかと思います。そ

ちらを見ていただきたいと思います。こちらのパンフレットになります。ＧＡＰというのは

まだなじみがほとんどないと思われますけれども、ＧＡＰの「Ｇ」といいますのは「グッド」

ということで、「よい」とか「適正な」ということです。「Ａ」はアグリカルチャー、これ

は「農業の」と言う意味。それで、「Ｐ」が「プラクティス」の略で、「実施」とか「実行」

「やり方」ということで、直訳すれば「適正な正しい農業のやり方」というような感じにな

りますけれども、ここでパンフレットの中での説明では、「食品安全ＧＡＰとは、農作業ご

とに、安全な農作物を生産するための管理のポイントを整理し、まとめたもの」というよう

な言い方をしております。最近、食品安全ＧＡＰをつくり、農作業の実施状況を記録してい

く取り組みが世界各地で進められてきております。このＧＡＰにつきましてはヨーロッパで

もＥＵＲＥＰＧＡＰということで生産段階におけるリスク管理の手法として取り入れられ

ております。また、中国とかタイなどにおきましても、輸出競争力をつけるためにＧＡＰの

取り組みが生産段階において行われてきております。 

 具体的にＧＡＰというのはどういうことかといいますと、これはＨＡＣＣＰの手法に非常

によく似ていて、食品の安全性に悪い影響を与える要因、先ほどもちょっと話が出ました残

留農薬とか、重金属とか、異物混入などそういったものを、まず危害要因をリストアップし

ます。その次に今度はその危害要因の影響をできるだけ抑える生産方法をリストアップする。

それにつきましては、水田周辺の状況の確認だとか、農薬の適正的な使用だとか、水管理の

仕方、それから収穫機械の清掃などそういったことをリストアップして、次にそのリストに

従って確実にそのリストどおり実行して、記録していくということを実行します。そして、

より適切な生産方法に見直していきます。そういったことを繰り返していくというのがＧＡ

Ｐの取り組みということになります。 

 パンフレットの中を開いていただいて、これパンフレット自体どちらかといいますと生産

者向けのパンフレットなのですけれども、開いていただいた左側に「以下の手順①～④を参

考に食品安全ＧＡＰにトライしてみましょう！」と、生産者向けの話なので、そういうよう

な言い方をしていますけれども、農産物の安全性に悪い影響を及ぼす要因は何かということ

で幾つかの要因が、微生物とか、カドミウムだとか、虫の死骸とか、残留農薬とかあります。

こういった危害要因があると①で書かれております。②の方でこれらを記述して、どうした

らこういった危害要因を排除できるかというリストをつくっていきます。その対応したリス

トを全部チェックしていくというような体制をとっていくわけです。こういったことを実施

していって、最後に③で管理ポイントの一覧表に沿って作業が実施できたかどうか、日付な

ども記録しながら残していきます。④で最後に、作付前から収穫までの作業が完了した時点



でこの記録をもとに改善すべき点などを見直していきます。そういうような形を通しまして

農産物の安全性を確保していくといったやり方でございます。今これを農林水産省では、県

等にお願いして、また農業者団体の方々にお願いしてこういったものを取り入れていただく

よう広報活動等を進めているところでございます。 

 ＧＡＰのメリットということで一番最後ページになりますけれども、これらＧＡＰを取り

組むことによって、的確な安全管理、それから適正な栽培管理、農作業方法の見直し、農薬

の使用などの記録といったような形で進めていく、またそれによるメリットが出てくるとい

うような形になっていますが、ここでちょっと考えなければいけないのは、ＨＡＣＣＰとＧ

ＡＰの違いでございますけど、ＧＡＰは非常にＨＡＣＣＰと似たような形でやっていますけ

れども、ＨＡＣＣＰは工場でやられていることなので、外的要因が余りなくて、きちっと定

めやすいし、管理ポイントなどもしっかりしやすいのですが、ＧＡＰの場合は農業ですので、

土壌の関係、気象の関係、地域の関係、品物についても非常に大きく自然環境等に影響を受

けるということできちっとした管理すべきポイント等を定めにくい、そういった違いがござ

います。ですから、地域においていろんな経験とか、その場所における環境状況、気候の変

動、そういったものをいろいろ見ながらその地域、地域でＧＡＰにおける、チェックすべき

ポイントをつくっていかなければいけない。また、毎年経験を積み重ねることによって、そ

こで改善をしていかなければいいものができてこないと。そういった形で通常のＨＡＣＣＰ

とは違った部分がありますが、ＧＡＰは安全な農産物をつくる上で非常に有効な手段だとい

うことで農林水産省として進めていくスタンスでおります。 

 以上、私の方からＧＡＰについて説明させていただきました。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 どうもあり

がとうございました。 

 ただいま農林水産省の立場からということで、特にＧＡＰのことについてお話ししていた

だきました。 

 続きまして、厚生労働省では自主衛生管理の推進という施策を今強力に進めており、それ

に応えて各自治体で自主衛生管理事業というのをやっております。新潟県の場合も、食の安

全・安心条例というのをつくって対応しているということなので、そういうことの話も含め

まして新潟県上越地域振興局の吉岡さん、よろしくお願いいたします。 

〇吉岡新潟県上越地域振興局健康福祉環境部副参事 上越食品安全広域監視班の吉岡です。

よろしくお願いします。 

 事務局から新潟県におけるＨＡＣＣＰへの取り組み、家庭におけるＨＡＣＣＰ、国との連

携という三つの課題をいただいておりますので、それに沿って説明させていただきます。 

 まず、新潟県におけるＨＡＣＣＰの取り組みについて説明します。新潟県は食料供給県で

あり、食の安全、安心は重要な課題です。この課題に取り組むためには、行政による製造業

者などへの監視、指導だけではなく、消費者や食品に関連するすべての事業者と連携した取

り組みや意見交換などによる相互理解により、新潟県全体で取り組んでいく必要があります。 



 そこで、今回の資料として配付しているとおり、にいがた食の安全・安心条例を昨年10月

に制定し、県の責務、食品関連事業者の責務、県民の役割を明確にして、全県で食の安全、

安心に取り組む体制を整えたところです。こちらの紙に書いてあるとおりです。 

 この条例の基本的施策の一つとして、安全で安心な食品の提供を促進するため、製造者が

食品の高度な衛生管理を導入するための支援を行うこととなっています。今後国の総合衛生

管理製造過程の対象となっていない品目、特に新潟県の特産品について新潟県独自のＨＡＣ

ＣＰ承認認証制度を立ち上げる予定ですが、まだどのような業種、品目を対象とするのかな

ど課題が山積しています。消費者や食品関連事業者と連携しながら検討し、食の安全、安心

に関する消費者の信頼の確保と新潟県産食品の付加価値の向上に繋げていきたいと考えて

います。 

 私は、上越食品安全広域監視班として、上越地域で食品の製造施設や大規模小売店の監視、

指導を担当しています。管内の製造施設の中には、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を導入してい

る施設も幾つかあります。これらの施設に対しては、ＨＡＣＣＰが適正に運用されているか、

危害分析は十分に行われているか、ＣＣＰの管理基準は適正かなどを中心に監視を行い、事

業者にアドバイスを行っています。また、ＨＡＣＣＰを導入していない中小の製造施設も多

くありますが、これらの施設に対してもＨＡＣＣＰによる衛生管理の有効性について説明し

ながら監視、指導を行っています。ただ、最初からＨＡＣＣＰの管理方式を説明しても製造

者自らの意欲がなければ導入にはつながりません。このため、まずは食品の収去検査などに

より、検査をした食品の科学的な評価を製造者に説明し、製造者が自分の製造した食品の細

菌学的な状態を知り、より高い衛生管理に興味を持つように指導しています。 

 新潟県では、食品衛生法で規格基準が定められていない食品を中心に県産食品の細菌学的

な評価として独自の指導基準を定め、行政で実施する食品の収去検査や製造者の自主検査に

活用しています。現行の指導基準は平成４年に改正されたもので、既に十数年を経ているこ

とから、現在指導基準の内容の見直し作業を実施しているところです。この作業の中で平成

元年から３年までの検査結果と直近の平成14年から17年の検査結果を比較したところ、十数

年前の検査結果に比べて直近の検査結果の方が食品中の一般細菌数は全体的に１けた程度

少なくなっていて、大腸菌群の陽性率も15％ほど低下していました。このことは、新潟県産

食品の全体的な衛生レベルが向上してきていることを示しているものと思います。これは、

行政による食品衛生監視員の指導、食品の製造、加工技術の進歩、消費者の食の安全、安心

への関心の高まりなどもそのもちろん要因の一つと思いますが、製造者自らが自分が製造し

た食品に目を向けるようになってきたことも大きいと考えています。今後もどのようにした

らより安全な食品の製造、加工が行えるのか、製造者と向き合いながら指導し、ＨＡＣＣＰ

の普及、啓発を図っていきたいと考えています。 

 次に、家庭におけるＨＡＣＣＰについて御説明します。私たちは、業務上で消費者の方と

直接的にかかわる機会はまだ少ないのですが、食品に関係するイベントや市町村が開催する

栄養教室などで国が作成された「家庭でできる食中毒予防の六つのポイント」というパンフ



レットを利用して参加者にＨＡＣＣＰの内容を説明し、家庭での食中毒予防を啓発したり、

地域は限定されていますが、食品営業者への監視、指導に消費者団体の方が同行することも

あり、私たちが行う営業施設への監視、指導を通して消費者団体の方へも家庭での食品の取

り扱いについて考えていただくこともあります。 

 また、今回の資料として配付されていますが、もう一つの方の資料でございます。新潟県

では、県のホームページ上でにいがた食の安全インフォメーションを開設し、消費者、食品

関連事業者、すべての県民に対して食の安全、安心に関する最新情報を発信しています。こ

のインフォメーションの中には台所の衛生ガイドという項目があり、家庭での食中毒予防の

Ｑ＆Ａや食中毒予防の六つのポイントについて見ることができますし、夏の時期には県内で

多発する食中毒である腸炎ビブリオの情報を毎週更新して食中毒予防を啓発しています。最

近では、県内で流行しているノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒についての情報を感

染症の担当課と食中毒の担当課で協力し、毎週更新して発信しているところです。 

 最後に、国との連携についてですが、現在新潟県内で国の総合衛生管理製造過程の承認を

受けている施設は、乳処理、魚肉練り製品、食肉製品などの製造施設で６施設あります。私

の勤務する地域にも魚肉練り製品と食肉製品で承認を受けた施設があり、厚生局による施設

監視の際には同行し、査察官とのディスカッションを通して情報を交換したり、承認施設が

指摘を受けた事項の改善方法について営業者にアドバイスを行ったり、改善が完了したこと

を確認し、県を通じて厚生局へ報告をしたりという形で連携を図っています。 

 なお、新潟県では、食品衛生法に基づき毎年食品衛生監視指導計画を定めて公表しており

ますが、総合衛生管理製造過程の承認施設は、大量調理を行う集団施設、飲食店営業施設、

総菜製造業施設とともに監視の重要度の最も高い施設に位置づけられていて、１年間に３回

以上監視を行うことになっています。したがって、厚生局による監視のほかに新潟県独自の

監視も行っていますが、時間的な制約もあり、１回の監視で承認施設のＨＡＣＣＰシステム

すべてを確認することはできません。そこで、ＣＣＰの管理状況を中心にして一般衛生管理

の部分は毎回ポイントを絞り、深く掘り下げた監視を心がけています。 

 以上が新潟県のＨＡＣＣＰへの取り組みです。ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理は、中小の製

造者には高いハードルですが、今後も衛生管理の中心的な手法となると考えられるので、一

般衛生管理の部分の底上げを図りながら国、ほかの自治体との連携を図り、ＨＡＣＣＰに基

づく衛生管理をさらに普及させるよう努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 どうもあり

がとうございました。 

 ただいま新潟県のＨＡＣＣＰ対応、それから国との連携、そういうようなことでお話しし

ていただきました。 

 それでは、最後になりましたけれども、今回の会の主催者の一人であります関東信越厚生

局の楠さんの方から国の対応ということでお話をお願いしたいと思います。よろしくお願い



します。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 もう一番最後とい

うことで大分皆さんいろいろお話をされてしまったんですけれども、私の方から食品衛生法

の中でＨＡＣＣＰというものはどのような位置づけになっているのかということをお話し

したいと思います。 

 それで、ＨＡＣＣＰが食品衛生法の中に入れられましたのが、先ほど高谷さんの方からお

話がありました平成７年の食品衛生法の改正のときであります。当時そのＨＡＣＣＰを食品

衛生法の中に取り組むということについてどういう背景があったかということですけども、

これは大きく３点ありました。 

 一つは、先ほど山本先生のスライドの最後の方にもあったんですが、国際的な整合性とい

うことです。外国、特に欧米の方でどんどんＨＡＣＣＰの義務化が進みまして、日本は主に

食品の輸入国ではありますけども、逆に主には向こうに住んでいる日本人の方のために日本

から食品を欧米に輸出も若干しているんです。やっぱり欧米に輸出するときは、欧米のＨＡ

ＣＣＰ導入している場合には、日本から輸出する場合であっても日本の工場はＨＡＣＣＰと

っていなきゃだめだという要件がつけられまして、そういったことで国際的な整合化という

のが一つありました。 

 もう一つが当時非常に騒がれていたことで規制緩和という言葉がありまして、これは食肉

加工協会の方から特に強かったのですけれども、新村さんの資料の３番に戻っていただきま

すと、そこには食肉製品の分類ということで四つ挙げてあるんですが、実は15年前はどうだ

ったかというと、四つではなくて一番上の１個しかなかったんです。一番上の１個って何か

というと、製品を63度で30分間必ず加熱しなさいと。だから、ハム、ソーセージは全部この

方法でつくっていたのじゃ、いろんな会社があって競争していく中で新しい製品がつくれな

いじゃないかというような要望がありまして、じゃもうちょっとほかにバラエティーふやそ

うかということで、平成４年、５年ぐらいに告示の改正をしまして、その下にある三つを加

えました。しかしさらにこれよりもっとバリエーションのあるものをつくりたい、もっと自

由につくらせてくれというようなことがあって、一つこの規制緩和という要因がありました。 

 ３番目に一番大きな要因は、最初に話した国際的整合性という話をする中で、日本から輸

出するということで欧米の査察官が日本の工場を見に来たわけです。そのときにどういうこ

とがあったかといいますと、先ほど山本先生の最後の方のスライドで三角形の絵が出てきま

したけど、あの下の部分、要するに一般的衛生管理と施設基準のところ、ここを見て非常に

欧米の査察官の方が驚かれました。欧米では先ほど先生の話の中にあったように一般衛生管

理はしっかり法令化されていたんですが、日本はそこは法律化はされていませんで、個々に

営業許可を与えるという形をとったんですけど、要するにもうぼろぼろだということで、こ

れはしっかりと立て直さないかんということがありました。そしたら当時世界的にはやりで

ありましたＨＡＣＣＰというものを導入してそこを立て直そう。要するにＨＡＣＣＰという

のは、先ほどの三角形の中で一番上の部分です。だから、下の土台ができていないとＨＡＣ



ＣＰは導入できないと。 

 例えばこれはあるＩＴの関係の方とお話ししたんですが、今ハイテク、ハイテクと言いま

すけど、ハイテクというのもやっぱり上の三角で、ハイテクを導入するためには下にローテ

クという土台がないとできない。ローテクがないところにいきなりハイテク持っていっても

うまく回れないと。ＨＡＣＣＰも全く同じで、一番下の土台の一般的衛生管理がないところ

にＨＡＣＣＰ持っていっても全然回らないよということで、ＨＡＣＣＰという目標をつくっ

て、下の方の一般的衛生管理の方の底上げも図っていこうということでした。以上、三つの

背景があって平成７年にＨＡＣＣＰというものを食品衛生法の中に組み込んだということ

でございます。 

 私の資料、資料５番ですけども、食品衛生法の中でこのＨＡＣＣＰという言葉が非常に問

題になりまして、当時我々が食品衛生法の改正の中で条文の中にＨＡＣＣＰと書いていたん

ですけれども、法律ですんで、当然国会で審議されるわけですけども、国会に出ていく前に

内閣法制局というところで非常に厳しい審査があるんです。まず、内閣法制局へ持っていっ

たときにＨＡＣＣＰって何だという話になりまして、その後もその担当官が言うには、日本

の法律の条文の中でこんなアルファベットを並べたような条文はない。前例がない。見直し

てこいというふうに言われまして帰ってまいりまして、じゃどうしようかということでまた

省の中で話が出まして、ＨＡＣＣＰを素直に直しますと、これハザード・アナリシス・クリ

ティカル・コントロール・ポイントですから、危害分析重要管理点という直訳の日本語にな

るわけですけども、これ直訳しても何のことかさっぱりわけがわからんということで、もう

ちょっとわけのわかる言葉がないかということでいろいろ知恵を絞った結果、食品衛生法の

中には総合衛生管理製造過程というふうに書くということで内閣法制局の方でお認めをい

ただいたというようなことでございます。これを俗に我々マル総というふうに呼んでおりま

す。 

 それで、二つ目のところですけれども、先ほど山本先生最後の方で４枚外国の状況をお示

しいただいたんですが、あれと日本のＨＡＣＣＰとの一番大きな違いというのは、外国の場

合はあくまでも義務であります。法律で義務化されていると。これを導入しないと食品もつ

くれないということですが、日本の場合はＨＡＣＣＰは義務ではありませんで、あくまでも

任意です。食品製造施設のうちで、うちＨＡＣＣＰやりたいと手挙げていたところに厚生労

働省、我々ですけども、我々が審査をして大臣から承認を与えるという方針になっています。 

 この承認を受けるとどういうメリットがあるかといいますと、先ほどの規制緩和のところ

に戻るわけですけれども、その承認を受けた食品製造施設は、新村さんの資料にあるような

この基準はあるんですけども、これに合わない方法で食品を製造しても構いませんよという

メリットがあります。 

 四つ目の丸ですけれども、現在の対象食品というのはそこに書いてある六つであります。

これは、あくまでも規制緩和というところから見ますと、食品の製造方法を緩和してほしい

ということですんで、食品の製造基準がある食品群、この中から比較的取り組みやすいだろ



うと思われるものを順次、最初乳、乳製品、食肉製品から始まったんですけども、徐々に拡

大していっているという状況です。 

 それから、承認の審査は、全国７カ所にあります厚生局の食品衛生課の食品衛生監視員43

名が行っております。 

 この総合衛生管理製造過程とＨＡＣＣＰの違いなんですが、先ほどから山本先生が御説明

されたＨＡＣＣＰというのは大きな三角の中の上のあの小さな三角の部分だけなんですけ

ど、総合衛生管理製造過程となりますと下の一般衛生管理ですか、施設基準、もっと言えば

原料、そんなところまで含めて審査をしていると。当初法律、我々平成７年当時考えたとき

には、多分この承認をとれるのは全国で10工場ぐらいしかないだろうなというふうに思って

いたんですけども、今どれくらいあるかといいますと、一番下の表にあるとおり全部で569

の施設が承認をとっていただいておりまして、非常に我々考えていた以上に製造工場の皆さ

んに頑張っていただいているなというような印象を持っております。 

 私の方からは以上でございます。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 どうもあり

がとうございました。 

 以上で今回お願いした６名のパネリストにそれぞれの立場でお話ししていただきました。 

 ここで、パネリストの間でちょっとやりとりをしてみたいというふうに思っております。

何か特に御意見ございますか。もしなかったら私の方で指名させていただきます。一番の食

品の川下といいますか、食卓の代表者ということで、松田さんの方から食品製造、あるいは

行政、それから生産、そういうところに対する何か御意見というのはございますか。 

〇松田新潟県総合生活協同組合常務理事 私ですか。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 はい。 

〇松田新潟県総合生活協同組合常務理事 リスクの関係でやはりそれを分析、評価、それを

管理、改善していくという流れの中で、先ほど司会の方からもフード・チェーンというふう

な内容が出まして、それぞれの段階での情報とその分析、評価という過程がどのように行わ

れているのかが非常に消費者団体、消費者の方から気にかかるところなのです。つまり生産

から、牛１頭でいけば、そこにおける飼育管理、抗生物質の使用等々を含めたところから、

どのように屠殺され、加工されて、加工の中における保存体系、製造工程、そしてそれがロ

ースとか素材になって売られる部分と、そうじゃない加工に入っていったときに添加物など

その過程を通しての附帯情報が提示されてくるわけですけど、それを分析、評価する過程の

段階でそれぞれのフード・チェーン段階のコミュニケーションが行われなければならないと

思っています。 

 その中で、今ほどお話聞いていますと、乳の関係では大手企業さんはほとんどＨＡＣＣＰ

とられているのでしょうけど、新潟県にある中小、零細はなかなかその域ではない。最低限

そうしていきたいというふうなお言葉ありますし、ちょっと気にかかったのが、経済的メリ

ットは何かというふうになりますと、その衛生管理体制が築けないのだろうかという危惧を



持ちます。そういう中でどのような最低限の管理体制が皆さんの中で行われようとしている

のか、そういうことと、流通も含めまして自分たちの付加する情報に対してリスクコミュニ

ケーションのとり方というのをどのように考えていらっしゃるのか、もしお答えがありまし

たらお願いしたいと思います。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長  

 じゃ、今ちょっと話がありました乳の方、高谷さん、それに対して何か。 

〇高谷社団法人日本乳業協会常務理事 一番頭の痛いところなのです。今ちょうどいいとい

うか、時期に達しているのかなと、それを検討するには。思い当たるのだろうと思うのです

けども、本年の５月29日からポジティブリスト制度が施行されると。ポジティブリスト制度

は、私ども乳業界にとりましては動物医薬品と農薬等についてどのような管理をするのかと

いうのが重要なポイントなわけですが、乳工場だけではとても管理ができないわけです。何

を使っているのかよくわからんということがあって、これは生乳生産者の団体がありまして、

原乳をつくっている生乳生産者の団体があって、中央酪農会議というのがあるんですが、こ

の中央酪農会議と私ども乳業協会、それから両方の会員で構成されている日本酪農乳業協会

というのがありまして、この３者で一体となってこの制度に対してどう対応するのかという

ことを今検討しておりまして、役割分担としては生乳生産をしているところはきちんと記録

をとると。まずは何を使っているかと。動物医薬品は何を使って、いつの時期にどういうも

のを使って、農薬等についてもどういうものが使われていてと。当然牧草を栽培して与える

とすれば、どのような農薬を使った牧草を与えてということをそれぞれ記録をして、その記

録をした中身を見て、動物医薬品であれば何をどのように使うかによっては残留するおそれ

があるかないかというのわかるでしょうし、そういうことも含めて記録をきちんとつけると。

それから、獣医さんが来て治療したときに、今まではお任せだったやつをきちんと記録をし

てもらうということで、何をチェックすべきかというのを洗い出しをして、５月までには一

応サーベイをしてどのような、危なさそうな、残留しそうな農薬であるとか動物医薬品を分

析をすると。それに従ってきちんと管理をしていこうかと。これは、大とか中とか小とかと

いうことではなくて、供給される生乳はどのような状況か。それを使ってきちんとした生乳

入ってくれば、あとは工場の中で微生物管理とかそういうことをやっていればいいわけです

から、その原料きちんとしたものを処理をすると、受け入れをするという体制で今合同でや

っておりますので、ある程度はこのポジティブリスト制度が生乳生産者と製造メーカーサイ

ドの繋がりが深くなってきたのではなかろうかなというふうに思っています。それまでは取

引上のことしか念頭にないですから、一番気にしていたのは皆さん、女性の方でなくてもお

わかりだと思うのですが、あれだけ毎日牛乳を搾乳すると、どうしても乳房炎というのが起

きるわけです。乳房炎が起きると必ず治療剤を注入すると。100頭飼っていたら必ず数頭は

乳房炎のやつがいるはずですから、そうすると抗生物質を入れるとか、そういうことが起き

ると。抗生物質使っている間は搾乳してはいけないんですけど、間違って入ってきちゃうと

いうのが起こり得るので、メーカーサイドでは毎回受け入れのときに抗生物質の検査を実際



に受け入れ時にやるということをやって検査をしているということなのですが、今回のポジ

ティブリスト制度でそういうことも含めて大分前進をしてくるんではないかなというふう

に思っております。 

 それで、一番私ども気にしているのは、先ほどから総合衛生管理製造過程の承認施設では

危害物質というのが指定をされて、それについてきちんと管理をする必要があると手挙げを

して、承認を受けた途端に義務化されちゃうわけですけども、承認をとっていない施設では

そういうことは義務化になっていないわけです。おかしいのは、承認施設にとっては危害物

質であるものが、承認していない施設に行ったら危害物質でなくなるのかと。そんなことな

いんだろうと思うんです。そこの認識をきちんと中小の方々にも認識していただくというの

が、私ども今後協会としてそういう方々にも認識をしていただいて、きちんと管理をしてい

ただくというのが重要かなと。そこがこれからの課題かなと。ただ、これも先ほどからしつ

こく言っておりますポジティブリスト制度で大分風向きが、雰囲気が変わってくるというふ

うに期待をしております。 

 以上ですが。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 もう一方、

食肉製品の方で新村さん、何かありますか。 

〇新村社団法人日本食肉加工協会理事 トレーサビリティーといいますか、トレースバック

といいますか、そのことについて考えますと、例えばハム、ソーセージ用の原料肉を確保す

る場合に、小規模の企業であれば家畜の生産農家を指定することができるます。要するに契

約などをしましてそこから買い求めることができます。そうしますと、その農家との契約条

件の中にこういう条件というような条件を付加しておいて、今農薬の話が出ましたけれども、

そういう動物の治療薬を使ったとか、それから餌などの記録をきちんとつけて報告してくれ

とか、またこういう治療薬は使わないでほしいとか、そういう契約を結ぶことによりまして

情報を仕入れることができますから、消費者の方から質問を受けましても加工業者として答

えることは可能であろうと思います。 

 ところが、だんだん時代が進んで大量生産方式になってきて大規模工場が多くなってきて

いますから、今度は原料肉を確保するのが非常に大変なわけです。要するに一工場に必要と

される原料肉を一農家が提供できるということはないので、あちらこちらから買い求めざる

を得なくなってくるわけです。そうしますと、生産農家が見えなくなってくるということで

す。まず、国内だけでは供給してもらえません。私どもの資料にもありますように、海外に

対する依存度が非常に高くて、豚肉の場合にはまず８割は海外からです。牛肉に至りまして

は、９割は海外になっています。そうしますと、海外から原料肉を仕入れようということに

なれば商社に頼むとか、海外のパッカーと協議をして買い入れることになってくるわけです

けれども、その向こうに生産者がある。ところが、それが見えない、よくわからないという

状態です。 

 それから、量の確保の問題があるんですけれども、もう一つは潤沢に確保するために今非



常に苦労しておりますのは、前からもありますが、いろんな国で家畜の病気が発生すること

があります。一つのところに限定して買うことをやっておりましたら、その国で家畜の病気

が発生しますとたちまち原料肉は入ってこなくなりますから、生産できなくなりますので、

そういうリスク回避のためにいろんな国から買い求めているという状態があります。そのた

めに、牛肉の場合には相手国は余りないんですが、豚肉、それから鶏肉に至りましては十数

カ国から買い求めているという状態です。このように国が広がって、かつパッカーが広がっ

て、なおかつその後には生産農家があるということになりますから、生産農家単位でいった

ら何千といった生産農家が後にあることになると思います。そうしますと、そういうところ

から情報を仕入れるのが非常に難しいということです。 

 今高谷先生の方から農薬等のポジティブリスト制度の問題が出ましたけれども、実は我々

もそのことにどう対応したらいいのか非常に苦労している状態です。５月29日から施行され

ます。それまでに安全性をどうやって確保するかという問題がありまして、どう対応するか

今我々の企業は苦労しているところですけれども、さすがに何千というバックにある農家に

まで調査用紙を配るわけにはいきませんので、とりあえず今やろうとしていることは、商社

なりパッカーに対しまして家畜の生産農家で一体どのような農薬が使われているのか、その

情報が欲しいということで情報集めをやっている状態です。その情報が集まってまいります

と、ある程度どのような農薬類が多く使われているのか、それから残りやすいのか、そのよ

うな推定ができるのではないかということで今情報集めをやっている状態ですけれども、現

時点におきます返答状況を聞いた限りにおきましては、生産農家の協力はほとんど得られな

い状態です。国内の場合には比較的情報がいただけるような話は聞いておりますけれども、

海外の生産農家からはほとんど情報が来ないという状態で、どうやって５月29日以降対応し

たらいいのかと、困っているという声が聞こえてきております。まだ時間は４カ月ほどあり

ますから、これからも続けていきますし、５月29日以降であっても情報集めは当然やり続け

るわけですけれども、遠い方からの情報をなかなか手に入れることはできないというのが現

状でございます。 

 以上です。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 今の松田さ

んの問いに対しまして、それに対する回答といいますか、お答えを高谷さんあるいは新村さ

んにいただいたんですけども、実は今回質問の方でも似たような質問が出ています。ちょっ

と紹介させていただきます。輸入食品にポジティブ制度が導入されますが、この実際の運用

はどのようにされていますかと。それから、関連の質問として、国産原料へのポジティブ制

度の運用、監視、検証はどのように進められるのか。それから、すべての輸入対象を個別に

どのように検証を進める、原料の安全性を確保するのでしょうか。それから、残留農薬や重

金属など食品の安全性のモニタリングや対策をどのように講じていくのでしょうか。この辺

の話はちょっと楠さんの方からもしお答えできればよろしくお願いします。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 この辺の話は霞ケ



関で決められたことで、ちょっと私は直接担当ではないんですけれども、今回ポジティブ制

度という言葉が何か難しいようなことを求めているような感じがあるんですけれども、実は

ポジティブ制度というのは今回初めて導入するものでなくて、既に日本では食品添加物に対

してポジティブ制度、要するに基本的には禁止だけれども、これとこれとこれについてはこ

の範囲で使ってよろしいというのがポジティブ制度。ポジティブ制度の逆の言葉はネガティ

ブ制度ということがありまして、基本的には全部認めるけれども、これとこれとこれはだめ

よというのがネガティブ制度です。今まで農薬の場合は、日本ではネガティブ制度。基本的

には何でもいいんだけど、今基準がある農薬については必ずこれは守ってくださいよ、これ

以上はダメですよというようなことが、ネガティブからポジティブに変わる。ポジティブに

変わると、ここのリストに上がったものしか基本的には使ってはいけないと。それ以外のも

のは明らかに安全なものは使っていいけれども、そうでないものは一定量以上含まれてちゃ

ダメだというのがポジティブ制度です。 

 これ形上の話はそういうことなのですけれども、じゃ実際運用をどうするかということ、

これは我々も現場で工場の方とお話ししていてなかなか難しい面があって、今高谷さん、新

村さんのお話聞いても頭悩まされているとこなんですけども、ちょっとどうするかというの

はなかなかいい考えはありません。基本的に今回は単にネガティブからポジティブに変わる

ということで、厚生労働本省としては特に規制を厳しくするとか、今回の変更によって。そ

ういう考え方はないというふうに聞いています。したがって、基本的には製造業者の方とか

輸入業者の方に対して追加の負担を求めるつもりはなくて、今までどおりやっていっていた

だければ結構ですよというふうなことは伺っておりますけども、これはちょっとどこまであ

れかよくわからないんですけども、ちょっとはっきりした答えではないのですけども、そん

なとこで。 

 それから、モニタリングの話ですけれども、これも基本的には５月29日以降も従来と何ら

変わりがないと。輸入食品の場合は港で無作為にサンプリングをして、検査をして、何か出

てくれば全面的な検査に切りかえると。それから、国内で流通しているもの、これは国内製

造物と輸入品とありますけど、これについても各都道府県でランダムというか、計画に従っ

てランダムにサンプリングをされて、従来どおりのモニタリングをやっていって、問題があ

るものがあれば何らかの注意喚起を行うと、そんな感じで、そんなにドラスチックな変化が

５月29日以降起こるというふうには認識は持っていないというようなところです。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 楠さん、こ

れに関して何か会をやるんですね、３月にこちらで。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 ポジティブリスト

についてですね。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 ええ。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 ３月に御当地新潟

におきまして、厚生労働本省主催でこのポジティブリストと、それから先ほどちょっと農政



局の方がお話ししていました牛肉を含めた輸入食品の問題につきましてのリスクコミュニ

ケーションを、３月の日にちはまだ決まっていないようなんですけども、こちら新潟でやる、

厚生労働省主催でやるということで進めておりまして、また詳しいことは厚生労働省のホー

ムページを見ていただければと思います。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 楠さん担当

じゃないということなのですけど、お答えしていただきました。 

 それから、質問といたしまして、食品工場でのＨＡＣＣＰシステムの活用はイメージでき

るけれども、農畜産物の生産についてはなかなか難しくて、現実的に運用可能で実効性のあ

る安全管理といいますか、そういうもののイメージが知りたいということなんですけども、

この辺のところで農政局の有馬さんの方で、お答えしていただければと思うんですけども。 

〇有馬農林水産省北陸農政局消費・安全部安全管理課長 そうですね、具体的なイメージが

ちょっといまいちわからないのですが、結局農産物をつくる現場においては非常に自然の影

響を受けるというお話をちょっとしましたけれども、そういう考え方において一律な安全性

の確保のやり方をやるのが困難という意味なのではないかなと思います。先ほども御説明し

ましたＧＡＰもそうなのですけれども、とにかく農産物についてはその地域、地域で特性が

違う。例えばカドミウムなんかがいっぱい出やすい米に出てくる地域があったりすると、そ

こは水の管理を徹底的にやらなければカドミが高く出てしまうとか、そういうような地域が

あるわけです。また、非常に高温多湿なところでは病害虫が発生しやすい地域、そういう地

域においてはどういった農薬がいつの時期にまかれるのが一番適切なのか、そういったのを

勘案しながら適切な対応をしていかなければならない。また、作物ごとにおいてもいろんな

ものが、違ったものが出てくるというような話で、それはその現場、現場でそういった安全

管理をその場で工夫して記録していって、いいものは何かというのを検討していって、先ほ

どプラン・ドゥー・チェック・アクションですか、そんなような話ありましたけれども、そ

ういった過程を踏まえて常に更新しながら適切な安全管理を図っていくと、そういうような

必要性があるのかと思います。特に虫の防除などにつきましては、天候とかに非常に左右さ

れますので、防除予察とかそういうのが事前に出されますので、そういったものをよく聞く

耳を立てて、それに適した農薬の使用によって農薬の低減を図るとか、そういった事柄をや

っていくのがいいのかなというふうに思います。 

 あと、ちょっと余談になりますけど、先ほどポジティブリストの話がありましたので、そ

の辺についてちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、ポジティブリストの関係に

つきまして農薬でも非常に大きな話になっております。これは、例えばニンジンで１ppmの

ある農薬出てもいいというような基準が科学的データによってなされたとしても、一律にポ

ジティブリストで一般的な農薬は0.01ppm以下でなければだめだという規制が全体にかけら

れます。例えばニンジンで基準値があり１でよかったとしても稲に付着して0.01未満じゃな

ければならないというような状況がありうる。例えばニンジンがとれる圃場の隣に田があっ

たりしまして、農薬をニンジンにまいてしまったら稲の方にもくっついてしまうと。収穫し



たときに0.01ppmを超えた農薬が米に残ってしまったら、そこは食品として流通できなくな

ります。それは、風や何かによって農薬が飛び散る可能性もあるわけです。だから、そうい

ったことを考えながら農薬の散布なんかを考えていかなければいけないと。そういったポジ

ティブリストは非常に安全性のことをよく考えなければ食品の流通ができないような状況

になるということで、これについては広報活動を行い、適切な農薬のまき方とか、そういう

ようなのを対応していくような、また県等にも協力しながら農家の方々に理解してもらいた

いというふうに思っております。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 それから、

有馬さんの方にもうちょっと質問に答えていただきたいんですけども、トレーサビリティー

としてのＨＡＣＣＰは活用できるものなのかという質問が出ているのですけど、ここら辺の

見解どうですか。 

〇有馬農林水産省北陸農政局消費・安全部安全管理課長 ＨＡＣＣＰとトレーサビリティー

というのは、若干目的が違うのです。トレーサビリティーにつきましては、末端で問題が発

生した場合に遡って、それでどこに問題があったのかというのをトレースしていく、追求し

ていく、そういった流れが確認できるという制度です。例えば牛のトレーサビリティー制度、

これが個体識別番号ということで確立されていて、牛が生まれたときに耳標をつけられて、

それで番号がつけられて、それで屠畜場でＤＮＡの鑑定ということでサンプルをとって、そ

れでチェックできる体制ができています。それで、末端の小売の段階でうちの農政事務所の

職員がサンプルをとって、屠畜段階のサンプルと末端のサンプルを比べると。屠畜段階のサ

ンプルが例えばホルスタイン種の牛だったのに売っているところでとったサンプルが黒毛

和種の非常に高級な肉になっていたような話になった場合に、遡ってどこでそこが間違った

のか、どこで作為的に変えられてしまったのか、または誤りだったのか、その辺を見つけ出

すことができる、そういったのがトレーサビリティーシステムのメリットであると思います。

また、ＨＡＣＣＰはその流通の安全のリスク管理という部分が強いのかなと。チェックすべ

きポイントを決めて、それでそこをしっかりやっていくというので、目的は若干違うとは思

います。ただ、記録しながらその段階、段階で見ていくという上においては、お互いに活用

し合える部分があるのではないかなというふうに思います。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 はい、わか

りました。 

 それから、続けて質問ということに答えていただきたいんですけども、これは山本先生が

いいかなと思っています。現在、ＨＡＣＣＰやＩＳＯなどさまざまな食品安全に関する制度

が存在するが、2000年の雪印問題などを教訓として、具体的な問題点として挙げられるもの

は何か。先生、これいかがですか。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 この事件のときの問題は、ちゃんと承

認をとった、ＨＡＣＣＰの承認をとった施設で製造されたものが食中毒の原因となったとい

うことが非常に問題だったわけです。その原因をずっと追求していきますと、そのシステム



の運用上、やはり完全に書かれていたとおりにやっていたかというと、それは少し問題があ

ったんではないかとか、それから実際にそれと違うやり方をやっていることが多かったとい

うことで、工場そのものの実際の運用の仕方、ＨＡＣＣＰシステムそのものはきちんと書か

れていたにもかかわらず守られていない部分があったということが一つ大きな問題。 

 それからもう一つは、原材料の脱脂粉乳、そこにエンテロトキシンが入っていたわけです。

これをなぜそういったものを作ってしまったのかということなのですが、作った工場はＨＡ

ＣＣＰの承認施設ではありませんでしたが、実際にその過程でそれを廃棄できなかったとい

うことに原因があるわけです。それは、一つはそのエンテロトキシンというものを危害とし

て認識していなかった可能性が高いと。ですから、ブドウ球菌は培養したりすればチェック

できるわけですから、いるかいないかということをやっていたのですけれども、それがある

時間、例えば増えてちゃんと毒素をつくるんだということの認識、そこがなかった。停電に

よって、その時間乳が停滞したやつをもう一回使ってしまったということとかいろいろある

わけですけども、そういうことで危害要因としての認識、それをきちっとすることと、それ

からもう一つはもう少し中身がわかってきていて、微生物が増えているということがあった

んですけども、基準以下だったので、通してしまっているのです。これは、やはり製造段階

でのもう少し、利益を重視したというか、そちらの方の原因もあったのではないかというこ

とで、いろいろありますけども、製造施設としては今までどおりやっていたことが、ＨＡＣ

ＣＰというそのものを入れたときにそのとおりにはいかなくて、その辺きちっとした運用が

できなかったと、そこに尽きるということだと思います。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 それから、

時間が大分なくなってきたのですけども、これは総合衛生管理製造過程に関する質問が二つ

出ています。一つは、次に指定される食品はどんなものが考えられますかということと、も

う一つ、成分規格が決められていない食品が総合衛生管理製造過程に入る可能性があります

か。これは、楠さんの方で答えていただきたいと思います。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 これ結論からいえ

ばわかりませんとお答えするしかないのですが、今のところ霞ケ関も次にどんなものをふや

すかというようなことを議論しているという話は聞いたことがないです。基本的には製造基

準があるものから入れていって、次成分規格があるものを入れていくんじゃないかなという

ふうな、個人的にはそうじゃなかろうかというふうに思っています。成分規格が決められて

いない食品が入るかどうかということについても、優先順位からすれば非常に低いですけれ

ども、今の時点で入るとも入れないともちょっと申し上げられないような状況です。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 じゃ、続い

て楠さんの方に恐らく聞かなきゃならないのですけども、ＩＳＯ22000に関する質問が幾つ

か出ているんです。ＩＳＯ22000とＨＡＣＣＰの関係が詳しく知りたいということと、ＩＳ

Ｏ22000に対する国の考え方を知りたい。それから、今後のマル総の進展についてと、恐ら

くこれらを関係して聞いているのだろうと思います。それから、ＩＳＯ22000、ＩＳＯ9001



とＨＡＣＣＰシステムとの関係が知りたい。そこら辺の質問があるのですけども、いかがで

すか、これに対して楠さんの方でいかがですか。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 まず、このＨＡＣＣ

Ｐというのが国の総合衛生管理製造過程のことを指しているのかどうか、ちょっと質問の趣

旨がわかんないですが、指しているとして、総合衛生管理製造過程というのはあくまでも国

のＨＡＣＣＰの認証システムであります。一方、ＩＳＯ22000というのは、これは民間の認

証制度ですので、基本的にこの二つどう関係があるのかといいますと、基本的には何の関係

もないとお答えするしかないと。要するにマル総というのは国の制度であって、ＩＳＯは民

間の認証制度。だから、ＩＳＯ22000が入ったからといって国の方の法律が変わるとか、マ

ル総の考え方が変わるとかいうようなことはないということです。 

 それから、今後のマル総の進展についてですけれども、最終的にはすべての食品製造業種

でマル総を導入してもらうというのが最終目標なのですけど、いきなりそこにはいきません

ので、徐々にステップをして範囲を広げていくということになるのかなというふうに考えて

います。 

〇小久保社団法人日本食品衛生協会技術参与・ＨＡＣＣＰ連絡協議会事務局長 このＩＳＯ

22000、かなり企業サイドで関心が高いと思いますけども、皆さん御承知のように、昨年の

９月１日に国際規格が公表されました。11月の下旬にはこれのガイドラインというのが正式

に公表されまして、日本規格協会の方から現在発行されている対訳本をちょっと見直しがあ

り、来月には正式に恐らく１万七千円ぐらいで出ると思います。それからもう一つ、逐条解

説をこれに伴ってつくっていまして、それがたしか3,600円で、これは３月に出ると思いま

す。これらを見て勉強していただくということと、まだこれの認証制度について日本の対応

は全く決まっていませんで、現在従来からＩＳＯの認証を行っているＪＡＢという組織、私

どもの日本食品生協会、それから日本のＩＳＯ22000の国内審議団体であります独立行政法

人農林水産省消費技術センター、この３者が集まって開発委員会というのをつくって、日本

の承認の仕組みをどうしようかというのを検討中です。まだその承認のガイドであるＩＳＯ

22003が発効されていず、これの発効が恐らく今年の秋以降に出るだろうということになっ

ています。それで、恐らくちゃんと承認制度が走り出すのが来年になるんじゃないかという

ふうに言われております。 

 それで、正確な情報というのは農林水産消費技術センターのホームページ、ここが一番、

日本の窓口になっていますので、信頼できると思いますので、見ていただきたいと思います。

ただ、私もＩＳＯ22000の中味を見せていただいたんですけども、かなりよくできています。

仕組みがマル総と結構似ているんですけども、特に今回のテーマであります総合コミュニケ

ーションですとか、それから細かい部分が非常に有益なので、皆さん方が食品安全の向上と

いうことで困っているときには非常に助かるんじゃないかと思います。。ですから、認証を

とるとらないとは関係なく、そういうものを参考にしていただければというふうに思います。 

 それで、大変ちょっと時間過ぎましたけども、これで前半をおしまいにしまして、山本先



生に総合討論の方お願いしたいと思います。 

 先生、ひとつよろしくお願いします。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 それでは、お待ちかねの会場にお越し

の皆様からの御意見をちょうだいしたいと思います。 

 それで、御発言いただく際には手を挙げていただきますようにお願いします。そして、そ

の中から私の方で発言される方を指名させていただきます。係の者がマイクを持って伺いま

すので、差し支えなければ御職業などと、それからお名前をおっしゃっていただいた上で御

発言をお願いいたします。 

 なお、もう時間が残り少なくなっていまして、申しわけございません。会場からの発言は、

お一人につき２分以内とさせていただきます。１分30秒でベルを１度鳴らしますので、ベル

の音を聞いたら30秒以内で発言をまとめていただきますようにお願いいたします。 

 それでは、会場からどなたか御質問のある方よろしくお願いいたします。 

 はい、どうぞ、そこの男性の方。 

〇男性 今まで食品有害のリスクについてお話があったんですけれども、その原因となるも

のが主に生命を持つものであったり、その生命を持つものに由来する毒素によるものである

場合について主にお話が進められてきたわけですけれども、最初から生命を持たない物質に

由来するリスクについてはいかがでしょうか。今問題になっているＢＳＥの問題も、問題に

なっているのはたんぱく質というあくまで一つの化学物質にすぎないわけですけれども、そ

のリスク管理について特に食肉を製造しておられるサイドの方に御意見を伺いたいと思い

ます。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 ちょっと御質問の趣旨というか、難し

いところあるのですけども、一つは危害の要因ということで、先ほど御説明した中には、生

物学的なものと、化学的なものと、それから物理的なものとその三つがありますが、生物学

的な要因について中心にお話ししましたのは、それが食中毒の原因としてとても多いという

ことがあったわけです。それから、化学的な要因につきましては、一旦入ってしまったもの

については非常に取り除くことが難しいということで、入り口のところで規制をしましょう

ということが一つあるわけです。ですから、原材料に残留しないようにしましょうというこ

とで、それからここまでの量であれば残っていても安全ですよという基準値というもので規

制がかかっているわけです。ですから、見つかってしまうとそこでアウトということになる

わけです。ですから、そういう制限のかけ方をしているんではないかということなんですが、

それ以外に何か御質問の意図といいますか、ございますでしょうか。 

〇男性 いえ、これで結構です。ありがとうございました。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 ですから、ＢＳＥなんかの病原体とい

いますか、たんぱく質も、日本の場合は検査を全頭にかけているわけです。そういうことで

見つからない場合もありますので、その上で特定な危険部位を除いていると、そういう対処

の仕方をしているわけです。 



 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ、女性の方。 

〇女性 先ほどの中でモニタリングの話をされたかと思うのですけれども、先回別の場所で

モニタリングの話をお聞きしたときに、輸入食品に対して無作為に抽出してやりますよね。

だけども、その結果が出るまで２カ月ぐらいかかるというお話をされたのです。それでは、

もしもの場合はとても間に合わないと思うのですけれども、今後そういったところの改善さ

れる方向とか、検査官も何かとても人数が少ないというお話をお聞きしたんですけど、その

辺の実情をちょっとお聞きしたいと思います。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 では、楠さんからお願いします。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 今おっしゃったと

おりで、まず絶対的に検査官の数が足りないという問題は一つあります。 

 それからもう一つは、検査の結果、これが要するに間違っていたらどうしようもないわけ

で、検査自体にも時間がかかるんですけども、その時間かけてやった検査の結果が本当に正

しいかどうかという信頼性の確保ということで、それをもう一回見直すのにある程度時間が

かかるということがありまして、特に輸入食品の場合にもし出たら、これ外交問題になっち

ゃうわけです。向こうの国によって、おたくの国はおかしいよということになっちゃいます

から、やっぱりかなり信頼、もう絶対これは出たときに、こいつは間違いないということを

確認した上で結果を公表して相手国に文句を言うということですから、そこがちょっと慎重

にならざるを得ないんで、ある程度時間がかかってしまうという問題があります。 

 それからもう一つは、モニタリングなのですけれども、モニタリングというのは基本的に

は今正常に入ってきているものが問題ないかということを調べるものでありまして、だから

危険性が極めて低いものをモニタリングすると。危険性の高いものについては全品検査をし

ているということですので、その点はちょっとモニタリングと一般の検査は違うということ

です。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 じゃ、ちょっと酒井課長から。 

〇酒井食品衛生課長 厚生局の酒井でございます。若干補足させていただきますけども、現

在輸入食品担当じゃございませんけども、若干、席をおいたこともありますので、私の知り

得る範囲で。 

 ２カ月検査期間かかるということは、これはもう完全に誤解であります。水際では非常に

効率的に検査しておりまして、日本に着いてからサンプリングしまして、私の知る限りおお

よそ１週間以内をめどに検査結果を出すということになっております。そこは、２ヵ月かか

るというのはもう完全に誤解だと思いますけども、そういう規定になっておりまして、それ

を超えないようにというマニュアルがきちっとでき上がっていますので、そういう体制をと

っておるというところであります。 

 また、検査員の不足につきましては、御案内のとおりなかなか輸入食品右肩上がりで大変

じゃないかというのは当然なんですけども、きちんと業務量の評価をしておりまして、暫時



必要な検査員は増強しているという現状であります。また来年度も増員を図っているという

ように聞いているところであります。 

 以上でありますけども。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 高谷さん、追加よろしいですか。 

〇高谷社団法人日本乳業協会常務理事 済みません。ちょっと身分をさらけ出しますと、私

横浜にあります輸入食品・検疫検査センターのセンター長を１年ちょっとやっていたことあ

りますけども、基本的には１週間以内、やれば３日以内で、検体が届いてから検査結果を出

すのに１週間以内で出します。それをまとめて大丈夫よというのが、あちこちまとめて１カ

月、２カ月かかると思うのですけど、検査結果が出て、それが違反のものは直ちに結果が出

た途端に行政動いていますから、御心配の２カ月たってから動くということはないと。そこ

だけは間違いないと。私がいた横浜の検疫検査センターでは、少なくとも１週間以内にはす

べて検査結果を出す。１週間以上たったものについては、理由を付してなぜそれだけ日数が

かかったか。例えば10日かかったら何のために10日検査結果出すのにかかったのかという理

由をちゃんと調べておりまして、少なくとも１週間、先ほど課長が申し上げましたように、

１週間以内には検査結果を出す。出した結果についての違反のものについては直ちに措置を

しています。まとめて公表していくのは、まとめるのは２カ月ぐらいかかるんだろうという

認識をしております。 

 以上です。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 よろしいでしょうか。なかなか２カ月

というので納得がいかないようなお顔をされていますけども、実際に検査結果は短期間で出

すということなのです。公表されるのが、違反がなければ２カ月後にそういう形で取りまと

められた結果が出てくると。違反があるものについては、すぐにもう措置が当然行われてい

るわけですけど、その辺は御心配なくということなのですが、よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

〇女性 では、その１週間の間に市場にもう出回ってしまうものなのでしょうか。 

〇高谷社団法人日本乳業協会常務理事 モニタリングのシステムというのは、そういうシス

テムなのです。止めて検査をしなければいけないという話とモニタリングで通すという話と

仕組みが二通りあって、止めて検査をやるのは皆さんもお聞きになっていると思うのですけ

ど、命令検査というのできちんと行っているはずなんです。命令検査は、検査結果が出るま

では絶対物の輸入は認めないという仕組みが一つ。それから、モニタリングのように何か怪

しいものがあるかないかというふうにランダムに調査をするのがモニタリングで調査をし

て、その結果違反が見つかって、これは命令検査しなきゃいかんという判断をすると、それ

はもう止める検査よと。命令検査に移行していく。モニタリングは、その命令検査するかし

ないかも含めて、どのような状況かというの一般的に調査をするというのがモニタリング。

したがって、モニタリングをしている間に輸入貨物が国内に入っちゃって流通しているとい

う可能性はあります。だけども、違反見つかれば、流通しているものがまだあるとすればそ



れは回収させるとか、そういうことはやると。私が話していいのかどうかわかりませんが、

そんなような状況です。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 モニタリングの仕組みそのものがそ

ういう形になっているということです。ですから、すべてのものを検査して、それが陰性で

あるということとか、残留基準値内であるということを確認した上で流通させるということ

になりますと、莫大な経済的な損失といいますか、そういうものも起こってきます。そうい

うことのバランスの上に措置というのは行われているんだということです。 

 ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

〇男性 これは、有馬先生の御発表の中であったのだと思いますが、農場でのＧＡＰ、グッ

ド・マニュファクチャリング・プラクティスですか、これについてちょっとお聞きしたいの

ですが、これは何か聞く限りはどうもラインごとにジェネリックモデルのない状態でつくり

上げるＨＡＣＣＰと非常によく似ているような感を受けるのですが、これがその下にある前

提条件の中であるとしたら、時々団体によってはそういう農場版ＨＡＣＣＰという講義をや

っている団体もありますが、その農場版ＨＡＣＣＰというのはどういうものになるかという

のは、何かそういう形というのはあるんでしょうか。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 では、有馬さん、よろしくお願いしま

す。 

〇有馬農林水産省北陸農政局消費・安全部安全管理課長 農場版ＨＡＣＣＰって私自身は聞

いたことがないのです。結局このＧＡＰがそれの似たような形だというふうに思っているの

です。やり方は先ほどもちょっと御説明しましたけれども、危害要因がどこにあるかという

のを見つけて、それをチェックシートに落としていくと。そういった危害要因をチェックす

ることによって、安全性を確保して、それでその後また再度そのやったのを見直して翌年度

以降の生産に反映していくと。だから、やり方自体は非常にＨＡＣＣＰと同じだと思うので

すが、これ自体はＨＡＣＣＰという言い方はしていないです。どちらかというと、このＨＡ

ＣＣＰを流通段階や何かでＨＡＣＣＰを行っていく上の事前の基礎的になる安全性の確保

の手法がＧＡＰなのかなというふうに私は思っているのですけれども。お答えになるかどう

かわかりませんが。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 よろしいでしょうか。ＧＡＰとＨＡＣ

ＣＰというものが同じように考えられるというのは、ちょっと混同しないようにしていただ

きたいということなんですけれども、いわゆる一般的な衛生管理というのがＨＡＣＣＰの前

段階にあるというのと非常に近いものではないかと。要するに農場でやるときにはそこの部

分をしっかりやりましょうと。ＣＣＰ管理というのは、農場ではそこだけやっていていいと

いうもんではないということなので、ＧＡＰ、それからＧＭＰ、それからＧＨＰとかいうグ

ッド・ハイジーン・プラクティスとかいうのもあるんですけども、要するにそういう基礎と

なる、前提となる衛生管理システムという意味では、ＨＡＣＣＰの概念も取り込みながらそ



こをやっていくという意味でこれから活用していこうということだと私は理解しておりま

す。 

 ほかにございますでしょうか。まだお時間の方もあるようですので。 

 はい、そこの女性の方どうぞ。 

〇女性 きょうは、消費者で参加しました。ＨＡＣＣＰということで安全性が確認されるの

かなと思ってお話を聞きましたが、そのように思って帰る気持ちには今はとてもなれません。

特に輸入品に関しては、そういう検査体制の相手国とのコミュニケーションが十分行われて

いないような気がします。それでは、食肉の加工品に関しても90％とか牛肉が輸入に頼る状

況ではやはり安心して、この食品に関しても、今国の政治に関してもとても不安を持つ状況

で、きょうは私はちょっと心が落ち込んで帰るような状況です。もっと行政の方にも毅然と

した態度で、たくさんのことは、消費者に必要はない多くをお約束しなくてもいいのですが、

大事なところだけでもここはきっちりと守っていきたいという声がきょうは聞きたかった

です。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 厳しい御意見ということでお伺いす

るわけですけども、食肉関係で新村さん、何か追加の御意見ございますでしょうか。 

〇新村社団法人日本食肉加工協会理事 私が申し上げた話と少し違っているのかもしれな

いんですけど、要するに我々の方は原料肉を確保するために、国内原料はもちろん使ってお

りますけれども、現実には国内では十分な量は確保できないということがあって海外へ依存

しているわけです。実は海外へ依存するようになった理由が幾つもあるんですけれども、そ

の中の一つに微生物数の問題だとか、食中毒細菌による汚染の問題があったんです。今国内

屠場の衛生レベルが相当上がってきていますので、それほど国内外の差はなくなってきてい

るのではないかと思うんですけれども、私どもが10年ほど前に調査した結果によりますと、

国内の豚肉、牛肉、それから鶏肉におきます一般細菌数のレベルが、10の４乗から10の５乗

ですから、万のオーダーから10万のオーダーです。極端に言えば１万から99万の菌数である

のに対して、海外のものはそれよりワンオーダー低い。要するに1,000から多くて９万9,000

の範囲ですから、10の３乗から10の４乗の範囲というようなことで菌数が非常に少ないとい

うことがありました。それから、病原性細菌による汚染も少ない、大腸菌などによる汚染も

少ないというような事情がありまして、この総合衛生管理製造過程を導入しようという動き

が始まった時点から海外依存度は高くなってきました。 

 この微生物に関しましては、今はそんなに内外差はないかもしれませんけれども、もとも

とはそういう問題があって、むしろ海外に対する依存が高くなっていったということがある

わけで、原料肉を確保するに当たりましては、何でもいいというわけじゃなくて、やはり衛

生問題というのは非常に大事な問題ですから、微生物を中心としまして安全なものはどうな

のかということで探し、見つけたところから買い求めるというやり方をしてきているわけで

す。 

 先ほど事例として農薬等のポジティブリスト制度に対する対応の件を話しましたけれど



も、これはその中の一つで、原料肉は何も国内だけじゃなくて、海外からも買い求めていま

すが、これは等しく安全なものを買い求める必要があるということで、現在どのような農薬

類が使われているのかを調べている状態で、余り芳しい返事が来ていませんと申し上げまし

たけれども、返事が来ていないからといって海外の方が質が悪いのかというと、必ずしもそ

うではありません。例えば海外におきましては一生産農家が非常に大規模に家畜を生産して

いるという状態もありますので、そういうところはむしろ使っている動物薬は何かも非常に

わかりやすいということがあるかもしれませんので、単純に返事があるかないかということ

だけで今の時点で輸入品が危ないという判断は非常に危険ではないかなと思います。 

 それから、御質問された方の頭の中にはひょっとしたらＢＳＥの問題があるのではないか

なと思いますけれども、これに対しましては今回は脊柱が混入した牛肉が日本に来たという

ことがありましたけれども、今意見を申し上げる立場ではないので、それはやめますけれど

も、そういう事例が仮にあるにしましても海外の方が危ないという印象を我々は一度も持っ

たことはありません。いろんな立場、いろんな角度で見ておりますけれども、海外の方が危

ないと思ったことはありません。ですから、安心してくださいという言い方はよくないと思

うんですけれども、長い間、またいろいろな肉を扱い続けた我々からすると、結論的にはそ

ういうことになるということです。 

  

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 では、楠さんも追加でお願いします。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 じゃ、行政の立場か

らというか、今おっしゃった御意見というのはまさに今日のＨＡＣＣＰのテーマそのものだ

と思うんです。ＨＡＣＣＰというのは何かというと、今までできた製品を検査していたんで

すけれども、そうじゃなくてつくる段階、一から全部、この段階正しくつくった、次の段階

正しくつくった、その次の段階正しくつくったから、できたものは安全に違いないというこ

とを保障するのがＨＡＣＣＰの方法なんです。ここから先は私の個人的な意見になりますけ

ども、そういうことからすると、例えばアメリカから牛肉が来たというときに日本の水際で

検査しているというのはもう既に遅いんです。そうじゃなくて、多分おっしゃったことは、

アメリカへ行って、どういうえさを与えて、どういうふうに牛を育てているのかというのを

よく見てきてくださいよというような御要望だと思うのです。それが要するに我が国と輸出

者であるアメリカのコミュニケーションをもっと図る必要があるというような御意見だと

思うのです。まさに私そのとおりだと思うのです。だから、さっきモニタリングの話が出た

のですけども、もうモニタリングなんかやっている時代じゃなくて、実際牛を育てている現

場に行って正しく育てられているか見てくるということが大事だと思うのです。 

 それについて行政にというお話でしたけど、行政はもちろんそれはやるということで、ま

た帰ったら霞ケ関にも伝えますけども、それは行政だけにそういうことを求めるのではなく

て、やっぱりここにいる皆さん、消費者の方もそうだし、肉を使う加工者の方もそうだし、

もちろん行政もそうだし、みんながやっぱり、行政だけがコミュニケーションするんじゃな



くて、消費者は消費者レベルで、それから加工者は加工者レベルでみんながそういうコミュ

ニケーションをして、それをまたほかの方に伝えていくというような、そういうふうな活動

が大事じゃないかと思うのです。だから、行政だけでなくて、今おっしゃった方自身も何ら

かのアクションを起こしていただければというふうに私期待しているところでございます。

よろしくお願いします。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 なかなか御意見といいますか、説得す

るわけではないので、総合の意見交換ということですから、そういう気持ちを持っておられ

るということ自体は、非常に今後監視していくというか、関心を持って接していただく上で

は大事な気持ちだと思っております。ですから、そういう意味でも完全に安心、上、行政が

やってくれていることで安心感というのはあるのでしょうけども、自らの知識というものも

高めていくという作業というのも今後必要なのかなという気はいたします。 

 他にございませんでしょうか。時間も余りない中で意見交換というのをやってきたわけで

すが、あとお一方ぐらいお時間ございます。 

 じゃ、どうぞ、男性の方。 

〇男性 今の御意見に対してなんですが、私もよく友人なんかと話すと非常に意見が違って

いるんです。というのは、食品を学んだ人間と一般の消費者の皆様ではやっぱり物の見方が

違ってしまっている。これは非常によく感じるんですが、しかも世の中には本当に学んで、

我々としてはちょっとまゆつばかなという情報も相当氾濫していると思います。その中で、

国、企業、それから教育機関、こういったところは何を、どういう情報をどうやって発信し

ていくべきか、これが今回の会の趣旨だと思うんですけど、それについてちょっとどなたか

御意見をいただければと思うんですが。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 なかなか難しい問題ですが、では楠さ

ん、お願いします。 

〇楠厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官 実は私最後に皆さ

んにお願いしようと思ったんですけど、多分今日ここにお集まりの方はみんな食に関心のあ

る方がお集まりいただけたと思うんです。今日みたいな話はここに来られなかった、余り食

に関心を持っていない方にむしろ聞いてほしいというのが我々の本音でありまして、そうい

う方にじゃどうやってきょうみたいな話を伝えていけばいいのかというところが非常に

我々もわからない。悩んでいるところであります。今日最後に皆さんにお願いしようと思っ

たのが、アンケート用紙を最後にお願いしているんですが、もしそういうことで皆さん何か

いい知恵がありましたら、こういうふうにしたらもっとほかの人に興味持ってもらえるのじ

ゃないかというようなこと、こういう知識を普及していく上でいい知恵がありましたら、ア

ンケート用紙の余白に書いていただけると私どもとしては非常にありがたいと思っていま

す。質問されて逆にお願いすることになってしまいましたけども。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 松田さん、御意見ございましたらどう

ぞ。 



〇松田新潟県総合生活協同組合常務理事 お隣の乳業協会の方の方から消費者団体として

答えてくれというふうにありましたので、少し今の御質問と先ほどの消費者の方の御質問が

ございましたので、私もその考え方に対してお答えしたいと思ます。リスクコミュニケーシ

ョンの問題について、私は今の行政を含めました消費者とのコミュニケーション・説明会が

審議会制度では如何かと思っています。やっぱり消費者討論会というふうなところで徹底し

た説明会と討論が必要です。それで消費者と専門家の中では、認知ギャップは当たり前とい

うふうに考えるべきです。または、学習された方も含めまして、科学的知見では研究機関の

人たちも、それは消費者とは全然認識度は違うでしょう。しかし、消費者の本来持つ重要性

というのは不安感です。その不安感がいろいろな問題を起こしてきたことに対していろいろ

反応し、または不安概念が、事前に防止する役割として、また社会的健全性として評価しな

いでこういうコミュニケーション会議はできないのです。 

 したがって、消費者の本来持つ不安感に対して、適切な処置と適切なことをやっていくと

いうスタンスが必要です。そういう中でもまだ納得いかないことはいっぱい起こるのですけ

ど、その中で研究機関、行政は基礎研究の限りを尽くすということと、行政はやっぱりリス

ク管理者ですから、管理をしてその公表をするという立場を懸命にすること以外ないはずで

しょう。消費者は、不安感から不安、不安と言って、あるときはそういうふうに言いながら

も、時間がないからもう表示も見ないで安い物を買いますというふうな消費者態度であって

はならんでしょう。危害防止を一緒に考えるというスタンスで、批判的な精神と関心を持っ

て一緒になって協議し、健全な社会構造をつくっていくというのが消費者像です。このこと

が何十年ぶりに改正された消費者基本法の精神というふうに理解します。それで、2003年度

で食品安全基本法ができ、その上に消費者基本法で基本的な権利と、責任・義務という部分

が明らかにされています。その中で具体的展開論として安全委員会、そこでのリスク評価、、

それからリスク管理は厚生労働省、農林水産省等々が管理します。こういうお約束の仕組み

ができ上がっているというふうに理解しています。そういう中で、消費者はなかなか専門用

語等についていけないのは当たり前なのです。しかし、こういう会合を開いて自分の思った

不安感を発信し、それがかなり妥当性を持ち、当たっている場合がかなり多いのです。そし

て、それを聞いて改善措置をしていくことが社会的健全性といって予防措置という原則に適

合する可能性を持っているというふうに我々としては考えているのです。 

 以上です。 

〇山本国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 どうもありがとうございました。消費

者の意識というのがこれからの食品安全というものに対して正当な作用をするということ

が期待されております。それと同時に、逆に情報の開示と、それから透明なそういう措置の

決定の仕組み、こういったものも今後はどんどん進めていかなければならないのではないか

というふうには思います。 

 きょうは、もうそろそろお時間の方も来たようですが、もしここでどうしても最後に発言

されたいという方がおられましたら、あとお一方。よろしいですか。 



 では、ないようですので、では本日のディスカッションをこれで締めたいと思います。い

ろいろと御意見いただきまして、いろいろな立場の方に参加していただいておりますけども、

この意見を参考にいたしましてこれからの食品の安全というものを考えてまいりたいと、実

施していけるんではないかと思っております。 

 じゃ、これでパネルディスカッションを終了させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

（拍 手） 

〇司会 小久保様、山本様、パネリストの皆様、ありがとうございました。 

 ここでちょっと会場の準備をする関係がありますので、しばらくお時間をいただきたいと

思います。 

 

６ 閉  会 

〇司会 では、最後に新潟県福祉保健部長丸山仁よりごあいさつを予定しておりましたが、

業務の都合により新潟県保健福祉部生活衛生課長飯田和久が代理としてごあいさつさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

 

 閉会あいさつ 

〇飯田新潟県福祉保健部生活衛生課長 ただいま御紹介いただきました福祉保健部生活衛

生課長の飯田でございます。 

 本日は、食品の安全確保につきまして熱心に意見交換をしていただきまして、大変ありが

とうございました。今ほど最後の方で総合生協の松田様から貴重なリスクコミュニケーショ

ンのあり方につきましての御提言をいただきました。本日の会は、非常に有意義な会であっ

たというふうに考えております。今後ともこういったリスクコミュニケーションは、ますま

す活発になるというふうに考えております。 

 さて、新潟県では、昨年の９月に御存じのとおり、にいがた食の安全・安心条例を制定い

たしました。その概要につきましては、本日お手元のパンフレットのとおりでございます。

その目的としましては、県民の健康を保護する、また県民に安全で安心な食生活が享受でき、

そして安全で安心な食品等を消費者に提供できる新潟県を築くということで来ております。

今後は、皆様方からいろんな御意見等をいただきましてこの条例の各種事業につきまして取

り組んでいきたいと思いますので、今後とも県の施策に対しまして御理解、御協力、御支援

等を賜りたいというふうに考えております。 

 終わりに当たりまして、本日御参会の皆様方のますますの御健勝と御活躍を祈念いたしま

して、閉会のごあいさつとさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。 

（拍 手） 

〇司会 ありがとうございました。 

 以上をもちまして食品に関するリスクコミュニケーションを終了させていただきます。 



 本日は、御参集いただきまして誠にありがとうございました。 

 なお、冒頭にも申し上げましたが、お帰りの際にはこちらの方のアンケート用紙を回収ボ

ックスの方へ御記入の上、お入れいただきますようお願いいたします。 

 


